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韓
国
に
お
け
る
公
共
調
達
制
度
の
現
状
と
改
革
（
一
）

―
―
ド
イ
ツ
と
日
本
の
制
度
か
ら
示
唆
を
得
て
―
―金

守

弘

一

は
じ
め
に

二

ド
イ
ツ
に
お
け
る
公
共
委
託
発
注

三

日
本
に
お
け
る
公
共
調
達
制
度

（
以
上
、
本
号
）

四

韓
国
に
お
け
る
公
共
調
達
制
度

五

検
討

六

お
わ
り
に

一

は
じ
め
に

近
年
、
ド
イ
ツ
、
日
本
及
び
韓
国
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
新
た
な
行
政
契
約
論
は
、
規
制
緩
和
、
Ｎ
Ｐ
Ｍ
（
N
ew
Public

M
anagem
ent）、
そ
し
て
公
私
協
働
（
PPP:Public
Private
Partnership）
と
い
う
考
え
方
を
基
盤
と
す
る
も
の
で
あ
る(1
)。
今
後

ま
す
ま
す
、
公
的
任
務
の
民
間
委
託
を
内
容
と
し
た
契
約
が
、
行
政
主
体
と
民
間
事
業
者
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

そ
れ
だ
け
に
、
行
政
契
約
に
妥
当
す
る
法
理
論
を
探
求
し
、
こ
れ
を
体
系
化
し
て
い
く
こ
と
は
、
各
時
代
の
行
政
の
特
色
を
精
確
に
認

識
し
な
が
ら
理
論
的
に
発
展
・
変
容
し
て
い
く
べ
き
行
政
法
学
に
と
っ
て
、
重
要
な
課
題
の
一
つ
に
位
置
付
け
ら
れ
よ
う(2
)。

こ
の
よ
う
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な
状
況
を
背
景
と
し
て
、
韓
国
の
調
達
分
野
に
お
い
て
代
表
的
な
公
共
調
達
法
制
は
、
ど
の
よ
う
に
対
応
し
、
変
化
し
て
い
る
の
か
。

韓
国
に
お
い
て
、
世
界
貿
易
機
関
（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）
の
政
府
調
達
協
定
の
妥
結
に
よ
っ
て
、
一
九
九
七
年
一
月
に
政
府
調
達
市
場
が
開
放

さ
れ
た
。
こ
れ
に
備
え
て
政
府
調
達
協
定
の
履
行
と
契
約
業
務
の
円
滑
な
遂
行
を
図
る
た
め
、
一
九
九
五
年
に
「
国
家
を
当
事
者
と
す

る
契
約
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
「
国
家
契
約
法
」
と
い
う
）
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
政
府
調
達
協
定
お
よ
び
国

際
規
範
を
反
映
し
て
公
正
で
効
率
的
な
政
府
調
達
契
約
に
関
す
る
制
度
を
用
意
す
る
た
め
、
旧
予
算
会
計
法
の
契
約
に
関
す
る
規
定
に

代
え
て
制
定
し
た
も
の
で
あ
る(3
)。

ま
た
、
韓
国
の
公
共
調
達
制
度
に
お
い
て
は
、
電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
、
内
容
的
公
正
性

と
手
続
的
透
明
性
の
確
保
を
図
ろ
う
と
す
る
動
き
が
評
価
さ
れ
て
い
る(4
)。

し
か
し
、
韓
国
の
公
共
調
達
制
度
を
め
ぐ
っ
て
は
、
公
正
性
と
透
明
性
の
向
上
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
、
い
く
つ
か
の
問
題
が
挙

げ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
事
業
者
間
ま
た
は
事
業
者
と
発
注
者
（
公
務
員
）
間
に
お
い
て
入
札
談
合
な
ど
慣
行
的
な
不
公
正
行
為
を
根
絶
す

る
こ
と
が
課
題
で
あ
る
。
こ
う
し
た
不
公
正
行
為
に
関
す
る
制
裁
に
つ
い
て
、
国
家
契
約
法
、
建
設
産
業
基
本
法
な
ど
で
定
め
ら
れ
て

い
る
が
、
不
公
正
行
為
の
制
裁
に
関
す
る
法
令
が
分
散
さ
れ
て
い
る
た
め
、
事
業
者
に
不
必
要
な
混
乱
を
引
き
起
し
、
ま
た
は
、
規
制

機
関
の
間
で
意
見
の
衝
突
を
誘
発
し
て
い
る
。
次
に
、
韓
国
の
公
共
調
達
制
度
に
お
け
る
契
約
方
式
は
価
格
を
基
準
と
し
て
契
約
者
を

決
定
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
。
例
外
と
し
て
価
格
以
外
の
評
価
方
式
で
あ
る
韓
国
の
交
渉
に
よ
る
契
約
が
導
入
さ
れ
て
い
る
が
、

価
格
以
外
の
契
約
者
選
定
基
準
は
補
完
的
な
制
度
で
あ
る
た
め
、
積
極
的
に
活
用
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
最
後
に
、
権
利

救
済
手
段
の
拡
充
が
問
題
と
な
る
。
韓
国
の
公
共
調
達
契
約
は
、
基
本
的
に
私
法
上
の
契
約
で
あ
り
、
そ
の
締
結
前
後
の
法
的
な
紛
争

は
民
事
訴
訟
に
よ
り
解
決
す
る
。
苦
情
処
理
制
度
で
あ
る
国
家
契
約
紛
争
調
停
委
員
会
や
監
査
院
の
検
査
が
存
在
す
る
が
、
こ
れ
の
み

で
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い(5
)。

一
方
、
韓
国
の
行
政
法
学
に
影
響
を
与
え
て
き
て
い
る
日
独
法
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
と
日
本
の
公
共
調
達
制
度
の
仕
組
み
と
韓
国
の
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公
共
調
達
制
度
の
仕
組
み
を
比
べ
る
と
、
共
通
点
と
相
違
点
が
見
え
る
。
本
稿
で
は
、
日
独
法
か
ら
韓
国
法
へ
の
示
唆
を
得
る
た
め
、

特
に
契
約
方
式
の
中
で
、
ド
イ
ツ
の
競
争
的
対
話
と
日
本
の
総
合
評
価
方
式
、
ド
イ
ツ
と
日
本
の
紛
争
処
理
制
度
を
中
心
に
検
討
す
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
本
稿
で
は
、
ド
イ
ツ
、
日
本
及
び
韓
国
に
お
け
る
公
共
調
達
制
度
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
ド
イ
ツ
、

日
本
及
び
韓
国
の
公
共
調
達
制
度
に
関
す
る
比
較
検
討
を
行
う
。
こ
れ
を
通
じ
て
、
日
独
法
か
ら
韓
国
法
へ
の
示
唆
を
得
た
い
と
考
え

る
。

二

ド
イ
ツ
に
お
け
る
公
共
委
託
発
注

1

実
定
法
令

公
共
委
託
発
注
は
国
庫
的
な
活
動
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
お
り
、
財
政
原
則
法
、
連
邦
・
ラ
ン
ト
の
財
政
法
、
ラ
ン
ト
法
で
あ
る
地

方
自
治
法
等
に
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
公
共
委
託
発
注
に
関
す
る
下
位
法
令
に
お
い
て
、
公
共
委
託
発
注
命
令
（
V
erordnung

über
die
V
ergabe
öffentlicher
A
ufträge：
Ｖ
ｇ
Ｖ
）、
発
注
・
契
約
規
程
の
中
で
、
建
設
発
注
・
契
約
規
程
（
D
ie
V
ergabe-

und
V
ertragsordnungen
für
Bauleistungen：
Ｖ
Ｏ
Ｂ
）、
納
入
発
注
・
契
約
規
程
（
D
ie
V
erdingungsordnung
für

Leistungen：
Ｖ
Ｏ
Ｌ
）、
自
由
業
的
サ
ー
ビ
ス
契
約
規
程
（
D
ie
V
erdingungsordnung
für
freiberufliche
Leistungen：
Ｖ
Ｏ

Ｆ
）
等
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
公
共
委
託
発
注
の
手
続
等
の
詳
細
は
、
建
設
・
納
入
等
に
係
る
発
注
・
契
約
規
程
の
中
で
古
く
か
ら
定

め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
ド
イ
ツ
の
公
共
調
達
法
制
の
中
核
を
な
し
て
き
た
。
な
お
、
発
注
・
契
約
規
程
は
国
・
公
共
団
体
と
事
業

者
団
体
の
代
表
者
に
よ
り
制
定
さ
れ
て
お
り
、
行
政
規
則
た
る
性
質
を
有
す
る
が
、
法
令
中
に
お
い
て
指
示
さ
れ
る
限
り
で
法
規
た
る

性
質
を
有
す
る
（
例
、
公
共
委
託
発
注
命
令
四
条
〜
六
条(6
)）。

公
共
委
託
発
注
は
現
在
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
。
第
一
次
的
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
条
約
の
う
ち
、

韓国における公共調達制度の現状と改革（一）
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財
・
サ
ー
ビ
ス
の
自
由
な
流
通
、
居
住
の
自
由
、
労
働
者
の
自
由
な
移
動
、
差
別
禁
止
に
関
す
る
規
定
が
、
各
国
に
お
け
る
公
共
委
託

発
注
に
影
響
を
与
え
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
具
体
化
の
た
め
に
指
令
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
公
共
委
託
発
注
に
係
る
指
令
の
特
徴
は
応
募

者
の
権
利
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
に
あ
る
が
、
Ｅ
Ｕ
指
令(7
)が

適
用
さ
れ
る
の
は
指
令
に
定
め
ら
れ
る
限
度
額
以
上
の
公
共
委
託
発
注
に
限

ら
れ
て
お
り
、
各
国
は
限
度
額
未
満
の
も
の
を
含
め
て
指
令
を
国
内
法
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
ド
イ
ツ
で
は
限
度
額
以
上
の

も
の
に
限
り
指
令
を
国
内
法
化
し
て
い
る
た
め
（
競
争
制
限
防
止
法
一
〇
〇
条
一
項
、
公
共
委
託
発
注
命
令
二
条
）、
公
共
委
託
発
注

に
係
る
法
的
統
制
は
、
限
度
額
以
上
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
影
響
を
強
く
受
け
る
形
で
整
備
さ
れ
る
一
方
、
限
度
額

未
満
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
従
来
通
り
の
法
状
況
が
続
い
て
い
る(8
)。

2

発
注
手
続
の
類
型
と
契
約
者
選
定
基
準

（
1
）
発
注
手
続
の
類
型

ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
従
来
、
発
注
・
契
約
規
程
に
お
い
て
「
公
開
入
札
」・「
非
公
開
入
札
」・「
随
意
発
注
」
の
三
つ
の
発
注
手
続
が

定
め
ら
れ
て
き
た
。
Ｅ
Ｕ
指
令
の
国
内
法
化
に
よ
り
限
度
額
以
上
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
法
令
お
よ
び
発
注
・
契
約
規
程
に
お
い
て

「
公
開
手
続
」・「
非
公
開
手
続
」・「
交
渉
手
続
」・「
競
争
的
対
話
」
と
い
う
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
る(9
)。
公
開
手
続
・
非
公
開
手
続
は
、

発
注
者
に
よ
る
事
前
の
情
報
提
供
、
発
注
の
公
告
、
応
募
者
に
よ
る
入
札
、
開
札
、
申
込
の
審
査
、
申
込
の
評
価
、
受
託
者
決
定
と
い

う
流
れ
で
行
わ
れ
る
。
公
開
手
続
・
非
公
開
手
続
で
は
、
発
注
の
公
告
の
段
階
で
、
発
注
さ
れ
る
対
象
が
記
述
さ
れ
、
か
つ
、
す
べ
て

の
応
募
者
が
そ
の
記
述
を
同
じ
意
味
で
理
解
で
き
、
価
格
を
確
実
か
つ
膨
大
な
事
前
作
業
な
く
計
算
可
能
な
よ
う
に
余
す
と
こ
ろ
な
く

記
述
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
開
札
か
ら
受
託
者
決
定
ま
で
の
間
に
発
注
者
が
応
募
者
と
交
渉
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
非
公
開
手
続
の
場
合
、
発
注
の
公
告
の
後
に
、
応
募
者
の
適
性
を
基
準
に
し
て
応
募
者
が
選
択
さ
れ
る(10
)。
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ド
イ
ツ
は
、
二
〇
〇
五
年
に
公
私
協
働
促
進
法
を
制
定
し
、「
競
争
的
対
話
」
を
導
入
す
る
ま
で
、
公
私
協
働
事
業
に
お
い
て
委
託

発
注
先
と
な
る
民
間
事
業
者
を
選
定
す
る
に
あ
た
り
、
日
本
と
韓
国
の
随
意
契
約
に
類
似
す
る
「
交
渉
手
続
」
を
用
い
る
一
方
、
一
般

競
争
入
札
、
指
名
競
争
入
札
に
類
似
す
る
「
公
開
手
続
」
及
び
「
非
公
開
手
続
」
に
は
依
拠
し
て
こ
な
か
っ
た(11
)。
そ
の
理
由
は
、
以
下

に
述
べ
る
二
点
に
求
め
ら
れ
る
。

第
一
に
、
公
開
手
続
は
、
公
正
な
競
争
及
び
入
札
評
価
を
保
障
す
る
た
め
、
発
注
機
関
に
対
し
、「
発
注
の
対
象
及
び
条
件
」
を
、

予
め
可
能
な
限
り
厳
密
か
つ
詳
細
に
確
定
し
た
上
で
、
こ
れ
を
「
公
告
」
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
が
、
公
私
協
働
に
あ
っ
て
は
、
こ
う

し
た
詳
細
な
事
前
公
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
理
由
が
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
公
私
協
働
事
業
が
、
本
来
、
民
間
事

業
者
の
ノ
ウ
ハ
ウ
と
創
意
工
夫
を
活
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
発
注
機
関
が
「
発
注
の
対
象
や
条
件
」
を
予

め
詳
細
に
決
定
し
、
こ
れ
を
公
告
す
る
こ
と
は
、
適
切
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、
民
間
事
業
者
が
創
意
工
夫
を
発
揮
し
、
革

新
的
に
問
題
解
決
策
を
形
成
す
る
途
を
塞
ぎ
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
、
発
注
機
関
に
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
な
し

得
る
能
力
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
発
注
機
関
に
対
し
、
発
注
の
対
象
及
び
条
件
を
予
め
詳
細
に
決
定
し
、
こ
れ
を
公
告
す
る
こ
と
を

要
求
す
る
公
開
手
続
は
、
公
私
協
働
に
は
適
さ
な
い(12
)。

そ
し
て
、
ド
イ
ツ
の
委
託
発
注
実
務
が
公
私
協
働
事
業
に
お
い
て
交
渉
手
続
を
広
く
利
用
し
て
き
た
第
二
の
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ

る
の
が
、
委
託
発
注
手
続
に
お
け
る
「
官
民
間
で
の
柔
軟
な
交
渉
・
対
話
の
必
要
性
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
公
私
協
働
事
業
の
特
徴

は
、
事
業
の
実
施
方
法
が
、
官
民
間
の
対
話
・
交
渉
を
通
じ
て
徐
々
に
形
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
「
公
開
手
続
」

は
、
―
公
正
な
競
争
確
保
の
観
点
か
ら
―
発
注
機
関
に
対
し
、
発
注
の
対
象
及
び
条
件
等
を
で
き
る
だ
け
詳
細
に
決
定
・
公
告
す
る
こ

と
を
要
求
し
つ
つ
、
公
告
し
た
発
注
条
件
等
を
後
に
変
更
、
又
は
、
そ
の
内
容
を
「
交
渉
」
に
よ
っ
て
事
後
的
に
修
正
す
る
こ
と
を
、

―
同
じ
く
、
公
正
な
競
争
確
保
の
観
点
か
ら
―
原
則
と
し
て
、
禁
止
し
て
い
る
（
事
後
交
渉
の
禁
止
）。
ゆ
え
に
、
発
注
対
象
等
に
つ
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い
て
交
渉
を
行
う
余
地
が
存
在
し
な
い
公
開
手
続
は
、
対
話
・
交
渉
を
通
じ
て
発
注
対
象
が
徐
々
に
形
成
さ
れ
る
公
私
協
働
事
業
に
は

適
さ
な
い
、
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る(13
)。

交
渉
手
続
に
お
い
て
は
委
託
条
件
（
競
争
制
限
防
止
法
一
〇
一
条
四
項
）、
す
な
わ
ち
、

価
格
を
含
む
す
べ
て
の
委
託
内
容
に
つ
い
て
交
渉
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
発
注
手
続
に
お
け
る
交
渉
は
競
争

性
・
透
明
性
の
確
保
の
た
め
に
一
般
条
項
に
よ
っ
て
規
制
を
受
け
る
結
果
、
公
私
協
働
事
業
に
お
け
る
受
託
者
の
選
定
に
つ
い
て
法
的

安
定
性
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
も
あ
る(14
)。

一
方
、
ド
イ
ツ
電
子
調
達
の
整
備
は
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
一
八
日
に
開
始
さ
れ
た
連
邦
の
電
子
政
府
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
連
邦
オ
ン
ラ

イ
ン
2
0
0
5
（
BundO
nline
2005）」
に
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
二
〇
〇
五
年
ま
で
に
連
邦
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
可
能
な
行
政

サ
ー
ビ
ス
を
可
及
的
に
電
子
化
し
よ
う
と
す
る
政
策
で
あ
る
。
ま
た
、
二
〇
〇
六
年
度
か
ら
進
め
ら
れ
た
第
二
段
階
の
電
子
政
府
政
策

が
、「
電
子
政
府
2.0」（
二
〇
〇
六
年
九
月
一
三
日
連
邦
政
府
決
定
）
で
あ
る
。
こ
の
次
世
代
電
子
政
府
政
策
は
、
特
に
、
公
私
協
働

や
公
私
の
サ
ー
ビ
ス
の
統
合
を
通
じ
た
よ
り
効
率
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
構
造
を
追
求
す
る
も
の
と
言
え
る(15
)。

（
2
）
契
約
者
選
定
基
準

①
経
済
的
に
最
も
有
利
な
札

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
価
格
、
経
済
性
、
質
な
ど
を
含
め
て
経
済
的
に
最
も
有
利
な
札
に
落
札
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い

る
（
Ｖ
Ｏ
Ｂ
／
Ａ
第
二
編
一
六
Ｅ
Ｇ
条
、
Ｖ
Ｏ
Ｌ
／
Ａ
第
二
編
一
九
Ｅ
Ｇ
条
）。

②
競
争
的
対
話

ド
イ
ツ
は
、
公
私
協
働
事
業
に
お
け
る
委
託
発
注
先
（
民
間
事
業
者
）
の
選
定
手
続
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
競
争
的
対
話

（
W
ettbew
erblicher
D
ialog）」
の
導
入
を
求
め
た
「
Ｅ
Ｕ
指
令
第
一
八
号
（
二
〇
〇
四
年
）」
を
国
内
法
化
す
る
た
め
に
、
二
〇

〇
五
年
、「
公
私
協
働
促
進
法
（
Ö
PP-Beschleunigungsgesetz
(16
)）」

を
制
定
し
て
お
り
、「
契
約
内
容
の
形
成
お
よ
び
契
約
相
手
方
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の
選
択
手
続
の
法
的
統
制
」
と
い
う
観
点
か
ら
み
た
場
合
に
一
定
の
進
歩
を
み
せ
て
い
る(17
)。

競
争
的
対
話
の
詳
細
は
、
公
共
委
託
発
注

命
令
（
Ｖ
ｇ
Ｖ
）
六
ａ
条
に
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
条
文
は
二
〇
一
〇
年
改
正
に
よ
り
削
除
さ
れ
て
い
る
。
現
在
は
、
建
設
発

注
・
契
約
規
程
Ａ
部
（
Ｖ
Ｏ
Ｂ
／
Ａ
）
第
二
編
三
Ｅ
Ｇ
条
、
納
入
発
注
・
契
約
規
程
Ａ
部
（
Ｖ
Ｏ
Ｌ
／
Ａ
）
第
二
編
三
Ｅ
Ｇ
条
に
規
定

が
置
か
れ
て
い
る(18
)。

競
争
的
対
話
の
発
注
手
続
は
、
発
注
者
が
自
己
の
需
要
お
よ
び
目
標
を
満
た
し
う
る
技
術
的
な
手
段
ま
た
は
事
業
の
法
的
も
し
く
は

財
政
的
な
条
件
を
提
示
す
る
こ
と
が
客
観
的
に
で
き
な
い
場
合
に
用
い
ら
れ
う
る
。
そ
の
主
た
る
適
用
対
象
と
し
て
、
公
私
協
働
で
進

め
ら
れ
る
複
雑
な
事
業
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
競
争
的
対
話
の
実
施
プ
ロ
セ
ス
は
、
公
告
、
対
話
参
加
者
の
選
定
・
招
請
、
対
話
、
対

話
の
終
了
宣
言
・
最
終
入
札
書
の
提
出
要
請
、
最
終
入
札
、
入
札
審
査
、
落
札
者
の
決
定
、
契
約
締
結
で
行
わ
れ
る(19
)。

こ
の
新
委
託
発
注
手
続
は
、
契
約
相
手
方
の
選
択
及
び
契
約
内
容
の
形
成
に
あ
た
っ
て
「
官
民
間
で
の
対
話
・
交
渉
」
を
行
う
余
地

を
認
め
つ
つ
、
公
正
な
競
争
を
確
保
す
る
た
め
に
、「
発
注
条
件
や
落
札
基
準
等
を
事
前
に
公
告(20
)」
し
た
う
え
で
「
競
争
入
札
を
実
施(21
)」

す
る
こ
と
を
要
求
し
、
か
つ
、「
入
札
後
の
事
後
交
渉
を
禁
止
」
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
来
、
ド
イ
ツ
等
の
一
部
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
は
、

公
私
協
働
事
業
に
お
い
て
は
、
民
間
事
業
者
の
ノ
ウ
ハ
ウ
と
創
意
工
夫
を
最
大
限
引
き
出
す
必
要
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
発
注
条
件

や
落
札
基
準
を
予
め
詳
細
に
決
定
し
、
こ
れ
を
事
前
に
公
告
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
と
い
う
考
え
方
に
立
っ
て
（
事
前
公
告
と
入

札
を
行
う
必
要
の
な
い
）
交
渉
手
続
を
用
い
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
Ｅ
Ｕ
は
、「
公
正
な
競
争
確
保
」
の
観
点
か
ら
、
当
該
実
務
動
向

を
問
題
視
し
、
今
後
は
、
交
渉
手
続
に
代
え
て
、
競
争
的
対
話
を
導
入
す
る
よ
う
求
め
た
の
で
あ
る(22
)。
た
だ
、
競
争
的
対
話
は
交
渉
手

続
と
の
関
係
で
優
先
的
に
実
施
さ
れ
る
べ
き
発
注
手
続
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い(23
)。

競
争
的
対
話
は
、
受
託
者
決
定
の
基
準
を
除
き
委
託
内
容
の
す
べ
て
に
わ
た
り
交
渉
が
行
わ
れ
る
も
の
の
、
交
渉
手
続
と
は
異
な
り
、

公
告
お
よ
び
入
札
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
競
争
性
が
確
保
さ
れ
る
。
交
渉
手
続
に
お
い
て
も
、
そ
の
競
争
性
・
透
明
性
を
確
保
す
べ
く
分
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節
化
が
図
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
交
渉
段
階
と
入
札
段
階
と
の
間
に
明
確
な
線
引
き
は
な
い(24
)。

競
争
的
対
話
に
お
い
て
は
、

発
注
者
の
需
要
を
満
た
す
解
決
手
段
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
、
ま
た
は
、
解
決
手
段
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
に
は
交

渉
段
階
は
終
了
し
、
前
者
の
場
合
に
は
入
札
段
階
に
移
行
す
る
。
そ
し
て
、
入
札
段
落
で
は
、
応
募
者
は
事
業
の
実
施
に
必
要
と
な
る

す
べ
て
の
事
項
を
含
む
申
込
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
後
は
交
渉
の
余
地
が
原
則
的
に
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
点
は
、
公
開
手

続
・
非
公
開
手
続
の
場
合
に
近
く
、
交
渉
手
続
と
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る(25
)。

ド
イ
ツ
は
、
Ｅ
Ｕ
の
政
治
的
圧
力
に
屈
す
る
形
で
競
争
的
対
話
の
導
入
（
指
令
の
国
内
法
化
）
に
踏
み
切
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ

の
新
委
託
発
注
手
続
に
つ
い
て
は
、
今
な
お
ド
イ
ツ
国
内
に
お
い
て
も
評
価
が
分
か
れ
て
お
り
、
競
争
的
対
話
が
今
後
ド
イ
ツ
の
行
政

実
務
に
ど
の
程
度
定
着
す
る
の
か
は
今
の
と
こ
ろ
未
知
数
と
い
う
の
が
現
状
の
よ
う
で
あ
る(26
)。
し
か
し
な
が
ら
、
従
来
「
交
渉
手
続
」

の
枠
内
で
契
約
相
手
方
が
選
択
さ
れ
、
そ
こ
に
「
競
争
の
要
素
」
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
か
っ
た
ド
イ
ツ
の
実
情
に
鑑
み
る
な
ら
、

「
発
注
条
件
お
よ
び
落
札
基
準
を
欧
州
全
域
に
事
前
公
告
し
、
こ
れ
を
も
と
に
複
数
の
民
間
事
業
者
と
の
間
で
対
話
・
交
渉
し
た
う
え

で
最
終
的
に
競
争
入
札
を
実
施
す
る
こ
と
」
を
要
求
す
る
「
競
争
的
対
話
」
が
、
経
済
性
・
効
率
性
・
質
の
向
上
と
い
う
点
で
最
も
優

れ
た
提
案
を
行
う
民
間
事
業
者
を
発
見
す
る
と
い
う
公
私
協
働
の
本
質
と
の
関
係
に
お
い
て
、
交
渉
手
続
よ
り
も
優
れ
た
特
性
を
持
つ

こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
最
終
的
に
は
、
民
間
事
業
者
等
か
ら
実
際
に
サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供
を
受
け
る
一
般
私
人
の
利
益
ま
た
は
基
本

権
保
障
に
つ
な
が
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う(27
)。
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3

公
共
委
託
発
注
に
お
け
る
紛
争
処
理(28
)

（
1
）
争
訟
手
続

①
発
注
審
査
部
（
V
ergabekam
m
er）

（
ⅰ
）
申
請

連
邦
・
ラ
ン
ト
に
設
け
ら
れ
る
発
注
審
査
部
に
事
後
審
査
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
委
託
に
つ
い
て
利
益
を
有
し
、
か
つ
、

こ
の
権
利
が
発
注
手
続
に
関
す
る
規
定
が
遵
守
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
り
侵
害
さ
れ
た
旨
を
主
張
す
る
者
で
あ
る
（
競
争
制
限
防
止
法
一

〇
七
条
二
項
一
文
）。
な
お
、
事
後
審
査
を
申
し
出
る
際
に
は
、
発
注
手
続
に
関
す
る
規
定
の
違
反
に
よ
っ
て
損
害
が
発
生
、
ま
た
は
、

そ
れ
が
切
迫
し
て
い
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
一
〇
七
条
二
項
二
文
）。
こ
の
二
文
の
要
件
が
問
題
に
な
る
の

は
、
た
と
え
ば
、
発
注
手
続
の
選
択
に
瑕
疵
が
あ
る
場
合
で
あ
る
。
二
文
の
要
件
が
定
め
ら
れ
た
理
由
は
、
受
託
者
決
定
が
全
く
見
込

ま
れ
な
い
よ
う
な
応
募
者
が
事
後
審
査
を
申
し
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
公
共
委
託
発
注
の
迅
速
な
実
施
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る

こ
と
に
あ
る(29
)。

二
文
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
事
後
審
査
が
第
一
次
的
な
権
利
保
護
の
た
め
の
手
続
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
受
託
者
決
定
の

見
込
み
が
少
な
く
と
も
悪
化
し
た
と
い
え
る
場
合
に
は
肯
定
さ
れ
て
い
る(30
)。

さ
ら
に
、
事
後
審
査
手
続
を
利
用
す
る
た
め
の
要
件
と
し
て
、
発
注
書
類
か
ら
認
識
可
能
な
規
則
違
反
は
遅
く
と
も
告
示
さ
れ
た
入

札
ま
た
は
申
込
み
の
一
定
（
指
定
）
期
日
ま
で
に
、
委
託
発
注
者
に
対
し
て
異
議
を
申
し
出
る
も
の
と
定
め
て
い
る
（
同
法
一
〇
七
条

三
項
三
号(31
)）。
ま
た
、
発
注
者
か
ら
の
通
知
の
到
達
後
異
議
を
申
し
出
る
こ
と
な
く
、
一
五
日
を
徒
過
し
た
と
き
も
、
発
注
審
査
部
へ

の
争
訟
手
続
は
許
容
さ
れ
な
い
（
同
法
一
〇
七
条
三
項
四
号
）。
す
な
わ
ち
、
一
〇
七
条
三
項
四
号
は
、
従
来
か
ら
設
け
ら
れ
て
き
た

事
前
の
異
議
申
出
手
続
義
務
に
加
え
て
、
争
訟
期
間
を
限
定
し
て
、
結
果
的
に
調
達
手
続
を
促
進
す
る
こ
と
を
狙
い
と
し
て
い
る(32
)。

同
法
で
は
、
申
込
が
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
応
募
者
へ
の
情
報
提
供
義
務
を
定
め
て
い
る
（
同
法
一
〇
一
ａ
条
）。
提
供
さ
れ
る
べ
き
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情
報
は
、
受
託
者
の
名
称
、
申
込
が
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
、
契
約
締
結
の
時
期
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
情
報
を
発
し
て
か
ら
一
五
日

を
経
過
す
る
ま
で
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
（
同
法
一
〇
一
ａ
条
一
項
）。
こ
の
規
定
に
よ
り
、
受
託
者
決
定
に
先
立
っ

て
不
服
あ
る
応
募
者
が
事
後
審
査
を
申
し
出
る
こ
と
が
実
際
上
可
能
と
な
り
、
実
効
的
な
権
利
保
護
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
る(33
)。

さ

ら
に
、
こ
の
一
〇
一
ａ
条
に
違
反
し
て
締
結
さ
れ
た
契
約
は
、
事
後
審
査
手
続
で
そ
れ
が
確
認
さ
れ
た
と
き
に
は
、
無
効
と
さ
れ
る

（
同
法
一
〇
一
ｂ
条
一
項
一
号(34
)）。

（
ⅱ
）
審
理
期
間
・
審
理
手
続

同
法
で
は
、
職
権
探
知
主
義
を
制
限
し
、
発
注
審
査
部
が
包
括
的
に
発
注
手
続
の
適
法
性
を
統
制
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
と
定
め
て

い
る
（
同
法
一
一
〇
条
一
項
）。
発
注
審
査
部
は
、
事
態
を
調
査
す
る
に
際
し
て
は
、
職
権
で
行
う
が
、
関
係
者
が
主
張
し
た
か
、
ま

た
は
、
そ
れ
ら
に
既
知
の
事
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
制
限
を
す
る
こ
と
が
で
き
る(35
)。

ま
た
、
同
法
で
は
、
公
共
委
託
発
注
の
迅
速
な
実
施
に
係
る
利
益
と
の
調
整
の
た
め
に
、
審
理
期
間
・
主
張
制
限
等
が
定
め
ら
れ
て

い
る
。
発
注
手
続
中
に
既
に
知
ら
れ
て
い
る
違
反
に
つ
い
て
遅
滞
な
く
発
注
者
に
不
服
を
申
し
出
な
か
っ
た
場
合
（
同
法
一
〇
七
条
三

項
一
号
）、
公
告
に
よ
り
知
ら
れ
得
た
違
反
に
つ
い
て
申
込
・
応
募
の
期
間
内
に
発
注
者
に
不
服
を
申
し
出
な
か
っ
た
場
合
（
同
法
一

〇
七
条
三
項
二
号
）、
発
注
資
料
に
お
い
て
初
め
て
知
ら
れ
得
た
違
反
に
つ
い
て
も
申
込
・
応
募
の
期
間
内
に
発
注
者
に
不
服
を
申
し

出
な
か
っ
た
場
合
（
同
法
一
〇
七
条
三
項
三
号
）、
申
し
出
ら
れ
た
不
服
を
斥
け
る
旨
の
発
注
者
か
ら
の
通
知
を
受
け
取
っ
て
か
ら
一

五
日
以
上
経
過
し
た
場
合
（
同
法
一
〇
七
条
三
項
四
号
）
に
は
事
後
審
査
の
申
出
は
許
さ
れ
な
い
と
定
め
ら
れ
て
い
る(36
)。

異
議
を
申
し
出
る
事
業
者
側
に
と
っ
て
は
、
一
〇
七
条
三
項
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
手
続
法
上
の
不
可
争
性
を
定
め
る
諸
方
式
が
、
す

で
に
委
託
発
注
の
早
い
段
階
で
、
第
一
次
的
な
権
利
保
護
の
請
求
に
つ
い
て
の
決
断
を
迫
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
論
者

に
よ
っ
て
は(37
)、

こ
の
改
正
に
よ
り
委
託
発
注
法
に
お
け
る
訴
訟
の
氾
濫
を
防
止
す
る
と
い
う
立
法
者
の
明
示
の
意
図
が
実
現
さ
れ
る
か
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に
つ
い
て
疑
問
を
呈
す
る
者
も
あ
る
。
む
し
ろ
一
〇
七
条
三
項
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
時
間
的
圧
力
は
、
あ
ら
か
じ
め
主
張
さ
れ
た
異

議
申
出
の
失
敗
の
心
配
か
ら
、
事
後
審
査
手
続
へ
と
さ
ら
に
進
む
も
の
が
少
な
か
ら
ず
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
も
評
価
さ
れ
て
い

る
。
落
札
の
チ
ャ
ン
ス
獲
得
は
こ
の
時
点
で
は
ほ
と
ん
ど
実
効
的
に
機
能
し
な
い
と
い
う
改
正
の
評
価
に
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る(38
)。

（
ⅲ
）
裁
決
及
び
仮
の
救
済

委
託
発
注
審
査
部
の
裁
決
は
、
申
請
に
は
拘
束
さ
れ
ず
申
請
者
の
権
利
侵
害
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
き
判
断
し
、
権
利
侵
害
を
除

去
し
関
係
利
益
の
侵
害
を
防
止
す
る
た
め
に
適
切
な
措
置
を
と
る
（
同
法
一
一
四
条
一
項
）。
こ
の
裁
決
は
、
執
行
力
を
持
た
せ
る
た

め
に
「
行
政
行
為
」
に
よ
り
発
せ
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
同
法
一
一
四
条
三
項(39
)）。

第
一
次
的
な
権
利
保
護
の
あ
り
方
と
の
関
係
で
は
、
無
効
事
由
に
該
当
し
な
い
限
り
、「
既
に
下
さ
れ
て
い
る
受
託
者
決
定
は
取
り

消
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
一
一
四
条
二
項
一
文
の
規
定
が
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
第
一
次
的
な
権
利
保
護
を
担
当
す
る
機
関

と
損
害
賠
償
請
求
に
つ
い
て
権
限
の
あ
る
機
関
（
通
常
裁
判
所
）
と
の
権
限
分
配
の
た
め
の
規
定
で
あ
り
、
事
後
審
査
手
続
は
発
注
手

続
の
適
法
性
に
お
い
て
現
実
に
作
用
し
得
る
場
合
に
限
り
用
い
ら
れ
る
と
い
う
考
え
に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る(40
)。

応
募
者
が
、
審
査
部
に
争
訟
申
請
を
な
す
と
、
審
査
部
は
、
発
注
者
側
に
テ
キ
ス
ト
形
式
で
そ
の
旨
を
通
知
す
る
が
、
申
請
の
通
知

が
な
さ
れ
た
と
き
は
、
審
査
部
の
裁
決
が
出
さ
れ
る
前
に
は
、
発
注
者
側
は
、
受
託
者
決
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
定
め
ら
れ
て
い
る

（
同
法
一
一
五
条
一
項
）。
有
効
に
な
さ
れ
た
受
託
者
決
定
は
、
無
効
事
由
に
該
当
し
な
い
限
り
、
審
査
部
は
取
り
消
す
こ
と
は
で
き

な
い
た
め
、
審
査
部
へ
の
申
請
に
よ
っ
て
、
発
注
手
続
の
執
行
停
止
が
原
則
と
さ
れ
、
発
注
者
側
あ
る
い
は
相
手
先
と
し
て
選
定
さ
れ

た
企
業
の
申
請
に
基
づ
き
、
審
査
部
は
、
そ
の
裁
決
後
二
週
間
経
過
後
に
受
託
者
決
定
を
許
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
法
一
一
五
条

二
項(41
)）。
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ま
た
審
査
部
は
、
申
請
者
の
権
利
が
受
託
者
決
定
以
外
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
特
別
な
申
請
に
基
づ
き
、

そ
の
他
の
仮
の
措
置
を
発
注
手
続
に
お
い
て
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
仮
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
単
独
で
は
取
り
消
し
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
ず
、
仮
措
置
は
、
連
邦
お
よ
び
州
の
行
政
執
行
法
に
よ
り
、
即
時
執
行
が
可
能
で
あ
る
（
同
法
一
一
五
条
三
項(42
)）。

発
注
審
査
部
の
下
し
た
裁
決
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
ラ
ン
ト
上
級
裁
判
所
に
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
同

法
一
一
六
条
一
項
）。

②
ラ
ン
ト
上
級
裁
判
所
（
O
berlandesgericht）

（
ⅰ
）
即
時
抗
告

即
時
抗
告
（
sofortige
Beschw
erde）
が
な
さ
れ
た
場
合
は
、
審
査
部
の
決
定
の
執
行
停
止
効
果
が
原
則
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い

る
。
執
行
停
止
期
間
は
、
原
則
と
し
て
、
即
時
抗
告
期
限
か
ら
二
週
間
で
あ
り
、
審
査
部
が
事
後
審
査
手
続
を
棄
却
し
た
と
き
は
、
ラ

ン
ト
上
級
裁
判
所
は
、
申
立
て
を
受
け
て
抗
告
の
裁
判
が
出
さ
れ
る
ま
で
執
行
停
止
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
法
一
一
八

条
一
項
）。
ま
た
、
審
査
手
続
の
遅
延
に
よ
る
公
共
の
利
益
へ
の
重
大
な
影
響
を
避
け
る
た
め
に
、
裁
判
所
は
、
執
行
停
止
期
間
を
延

長
す
る
に
際
し
て
、
執
行
停
止
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
公
益
侵
害
と
抗
告
決
定
の
利
益
を
考
慮
し
て
、
委
託
発
注
者
の
経
済
的
な
事
務

の
遂
行
の
利
益
も
要
考
慮
事
項
と
し
て
定
め
ら
れ
る
（
同
法
一
一
八
条
二
項
）。
公
共
委
託
発
注
の
事
後
審
査
を
担
当
す
る
発
注
審
査

部
お
よ
び
ラ
ン
ト
上
級
裁
判
所
の
発
注
審
査
部
は
、
事
後
審
査
に
際
し
て
、
こ
の
よ
う
に
、
迅
速
な
発
注
に
よ
る
公
益
の
現
実
を
明
示

的
に
考
慮
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
公
共
調
達
の
実
体
法
、
争
訟
法
の
全
体
と
し
て
の
性
質
、
制
度
の
本
質
に
は
変
化
は

な
い
も
の
の
、
手
続
の
促
進
の
観
点
が
強
く
意
識
さ
れ
た
も
の
で
あ
る(43
)。

（
ⅱ
）
受
託
者
決
定
の
予
先
決
定

審
査
部
が
裁
決
後
に
受
託
者
決
定
を
許
容
し
た
場
合
は
、
審
査
部
の
審
査
手
続
に
お
け
る
手
続
続
行
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
ラ
ン
ト
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上
級
裁
判
所
へ
の
即
時
抗
告
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
抗
告
裁
判
所
は
、
申
請
に
基
づ
き
、
受
託
者
決
定
の
停
止
を
再
度
な
す
こ
と
が

で
き
る
。
審
査
部
が
、
受
託
者
決
定
手
続
を
許
容
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
抗
告
裁
判
所
は
、
即
時
受
託
者
決
定
を
許
容
す
る
こ
と
が
で

き
る
（
同
法
一
二
一
条(44
)）。

（
ⅲ
）
即
時
抗
告
の
決
定

裁
判
所
は
、
認
容
の
裁
判
に
お
い
て
は
、
審
査
部
の
裁
決
を
取
り
消
し
、
自
ら
決
定
を
行
う
か
、
ま
た
は
裁
判
所
の
法
的
見
解
を
斟

酌
（
参
酌
）
し
て
事
案
に
つ
い
て
新
た
に
決
定
（
Beschluß）
を
行
う
よ
う
、
審
査
部
に
義
務
づ
け
る
（
同
法
一
二
三
条
）。
そ
し
て
、

裁
判
所
の
決
定
は
、
そ
の
後
の
損
害
賠
償
等
の
審
理
を
担
当
す
る
裁
判
所
を
拘
束
す
る
（
同
法
一
二
四
条
一
項
）。
公
共
委
託
発
注
の

遅
延
を
防
止
す
る
た
め
に
、
五
週
間
以
内
に
決
定
が
出
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
同
法
一
二
一
条
三
項(45
)）。

（
ⅳ
）
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
調
整

最
後
に
、
即
時
抗
告
の
結
果
、
各
裁
判
所
の
判
断
に
齟
齬
が
生
じ
、
判
例
調
整
を
要
す
る
場
合
に
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
へ
の
移
送

が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
連
邦
通
常
裁
判
所
の
権
限
を
判
例
が
食
い
違
う
部
分
の
調
整
に
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
本
案
判
断
は
、

抗
告
裁
判
所
に
委
ね
る
こ
と
で
、
連
邦
通
常
裁
判
所
ま
で
審
査
手
続
が
遅
延
す
る
事
態
を
解
消
し
よ
う
と
し
て
い
る
（
同
法
一
二
四
条

二
項(46
)）。

（
2
）
限
度
額
未
満
の
公
共
委
託
発
注
に
お
け
る
争
訟
可
能
性
の
議
論

Ｅ
Ｕ
指
令
に
準
拠
し
て
整
備
さ
れ
た
ド
イ
ツ
の
公
共
調
達
制
度
は
、
Ｅ
Ｕ
指
令
で
定
め
ら
れ
た
限
度
額
以
上
の
調
達
契
約
に
し
か
適

用
さ
れ
な
い
た
め
、
限
度
額
未
満
の
調
達
契
約
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
権
利
保
護
が
な
さ
れ
る
べ
き
か
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。
学
説

に
お
い
て
、
公
共
委
託
発
注
を
公
務
員
任
用
や
割
当
の
あ
る
営
業
許
可
と
同
様
の
行
政
機
関
の
「
配
分
手
続
」
と
捉
え
て
共
通
の
手
続

法
理
を
探
究
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
不
合
理
な
選
択
が
行
わ
れ
な
い
よ
う
に
決
定
過
程
を
分
節
す
る
こ
と
、
透
明
性
と
情
報
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を
通
じ
て
応
募
者
の
基
本
権
を
保
障
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
裁
判
例
の
な
か
に
は
、
応
募
者
へ
の
情
報
提
供
に
つ
い
て
「
配

分
決
定
」
と
い
う
考
え
方
に
親
和
的
な
も
の
も
見
ら
れ
、
公
共
委
託
発
注
に
つ
い
て
二
段
階
論
（
Zw
eistufentheorie
(47
)）

を
用
い
る

こ
と
で
公
法
上
の
争
訟
の
途
を
開
く
も
の
も
存
在
す
る(48
)。

し
か
し
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
限
度
額
未
満
の
公
共
委
託
発
注
を
め
ぐ
る

紛
争
に
つ
い
て
、
受
託
者
決
定
と
契
約
締
結
が
同
時
に
行
わ
れ
て
お
り
、
統
一
的
な
行
為
と
し
て
す
べ
て
私
法
に
服
す
る
と
し
て
、
二

段
階
論
を
否
定
し
て
い
る(49
)。

連
邦
政
府
の
見
解
は
、
二
〇
〇
九
年
の
改
正
法
案
提
案
理
由
の
中
で
、
限
度
額
未
満
の
公
共
委
託
発
注
に
は
競
争
制
限
防
止
法
の
争

訟
制
度
は
準
用
で
き
ず
、
平
等
取
扱
原
則
違
反
を
主
張
し
て
、
民
事
訴
訟
で
争
う
こ
と
は
で
き
る
と
す
る
。
ま
た
争
訟
制
度
の
違
い
も

客
観
的
な
理
由
が
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
二
〇
〇
六
年
六
月
一
三
日
判
決(50
)が
、
こ
の
種
の
調
達
活
動
に
つ
い
て
は
、

基
本
法
一
九
条
四
項
の
保
護
領
域
に
含
ま
れ
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
行
政
裁
判
所
へ
の
出
訴
を
認
め
な
か
っ
た
点
に
も
言
及
し
て
い

る(51
)。既

に
述
べ
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
で
は
、
公
共
委
託
発
注
に
係
る
指
令
の
国
内
法
化
は
、
限
度
額
以
上
の
も
の
に
限
っ
て
行
わ
れ
て
い

る
。
競
争
制
限
防
止
法
に
定
め
ら
れ
る
事
後
審
査
等
の
紛
争
処
理
手
続
は
、
限
度
額
以
上
の
公
共
委
託
発
注
に
限
り
適
用
さ
れ
、
限
度

額
未
満
の
も
の
に
つ
い
て
は
手
続
・
争
訟
法
に
関
し
て
も
従
前
通
り
の
法
状
況
が
続
く
こ
と
で
応
募
者
の
権
利
保
護
に
違
い
が
生
じ
て

い
る(52
)。

限
度
額
未
満
の
公
共
委
託
発
注
は
、
通
常
、
仮
処
分
を
地
方
裁
判
所
ま
た
は
区
裁
判
所
に
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る(53
)。

三

日
本
に
お
け
る
公
共
調
達
制
度

1

実
定
法
令

国
お
よ
び
地
方
公
共
団
体
が
行
う
公
共
調
達
に
関
連
す
る
主
要
な
法
令
は
、
基
本
的
に
国
の
場
合
は
、「
財
政
法
」、「
会
計
法
」、
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「
予
算
決
算
及
び
会
計
令
」（
以
下
「
予
決
令
」
と
い
う
）、「
契
約
事
務
取
扱
規
則
」、
地
方
自
治
体
の
場
合
に
は
「
地
方
自
治
法
」、

「
地
方
自
治
法
施
行
令
」
お
よ
び
「
地
方
自
治
法
施
行
規
則
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
法
令
に
基
づ
い
て
調
達
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る(54
)。

そ
し
て
、
政
府
調
達
手
続
に
つ
い
て
は
、
韓
国
と
同
様
に
、「
国
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
」

（
以
下
「
特
例
政
令
」
と
い
う
）
が
、
新
た
な
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
政
府
調
達
協
定
（
一
九
九
六
年
）
を
実
施
す
る
た
め
、
一
九
九
五
年
政
令
三

六
八
号
を
も
っ
て
「
国
の
物
品
等
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
」
に
改
正
さ
れ
、
内
容
も
改
め
ら
れ
た
。
ま
た
、「
国
の
物
品

等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
省
令
」（
以
下
「
特
例
省
令
」
と
い
う
）
に
つ
い
て
も
同
様
の
改
正
が
行
わ
れ
た(55
)。

特
例
政
令
と
特
例
省
令
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
政
府
調
達
協
定
の
調
達
手
続
を
国
内
法
令
上
確
保
し
て
い
る
。

2

契
約
類
型
と
契
約
者
選
定
基
準

（
1
）
契
約
類
型

公
共
調
達
（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
政
府
調
達
の
対
象
と
な
る
調
達
契
約
を
含
む
）
の
契
約
類
型
に
は
、
一
般
競
争
契
約
、
指
名
競
争
契
約
お
よ

び
随
意
契
約
が
あ
る
。
一
般
競
争
契
約
と
は
、
契
約
に
関
す
る
公
告
を
し
、
一
定
の
資
格
を
有
す
る
不
特
定
多
数
の
希
望
者
を
競
争
に

参
加
さ
せ
、
契
約
主
体
に
最
も
有
利
な
条
件
を
提
供
し
た
者
と
の
間
に
締
結
す
る
契
約
方
式
を
い
う(56
)。
指
名
競
争
契
約
は
、
契
約
主
体

が
、
資
力
信
用
等
に
つ
い
て
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
特
定
多
数
の
競
争
参
加
者
を
選
ん
で
入
札
の
方
法
に
よ
っ
て
競
争
さ
せ
、
そ
の
中

か
ら
相
手
方
を
決
定
し
、
そ
の
者
と
の
契
約
を
締
結
す
る
方
式
を
い
う(57
)。
そ
し
て
、
随
意
契
約
と
は
、
契
約
主
体
（
国
・
地
方
公
共
団

体
）
が
契
約
の
相
手
方
を
選
定
す
る
の
に
競
争
の
方
法
に
よ
る
こ
と
な
く
、
任
意
に
特
定
の
者
を
選
ん
で
締
結
す
る
契
約
方
式
を
い
う(58
)。

国
と
地
方
自
治
体
の
場
合
、
調
達
の
相
手
方
（
契
約
の
相
手
方
）
を
選
定
す
る
方
法
は
、
一
般
競
争
契
約
が
原
則
で
あ
り
（
会
計
法

二
九
条
の
三
第
一
項
、
地
方
自
治
法
二
三
四
条
一
項
）、
一
定
の
場
合
に
指
名
競
争
契
約
お
よ
び
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
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る
（
会
計
法
二
九
条
二
項
及
び
三
項
、
予
決
令
九
四
条
及
び
九
九
条
、
地
方
自
治
法
二
三
四
条
二
項
、
同
施
行
令
一
六
七
条
及
び
一
六

七
条
の
二
）。
現
実
に
は
、
一
般
競
争
入
札
に
よ
る
と
不
誠
実
な
業
者
が
参
入
す
る
こ
と
や
入
札
手
続
に
費
用
が
か
か
り
す
ぎ
る
と
説

か
れ
た
。
し
か
し
、
随
意
契
約
や
指
名
競
争
契
約
は
、
談
合
を
容
易
に
す
る
。
さ
ら
に
、
調
達
額
の
多
い
業
者
に
官
僚
の
天
下
り
が
多

い
と
い
う
相
関
関
係
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
談
合
事
業
者
に
対
し
て
住
民
訴
訟
に
よ
り
損
害
が
回
復
さ
れ
る
例
が
近
年
著
し
く
増
加
し

て
い
る(59
)。
そ
こ
で
、
二
〇
〇
〇
年
に
「
入
札
談
合
等
関
与
行
為
の
排
除
及
び
防
止
並
び
に
職
員
に
よ
る
入
札
等
の
公
正
を
害
す
べ
き
行

為
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
官
製
談
合
防
止
法
」
と
い
う
）」
が
制
定
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
入
札
談
合
等
関
与
行
為
（
発
注

機
関
の
職
員
が
事
業
者
に
対
し
て
入
札
談
合
を
行
う
こ
と
を
指
示
し
た
り
、
公
表
さ
れ
て
い
な
い
入
札
予
定
価
格
を
漏
ら
し
た
り
な
ど
、

入
札
談
合
等
に
対
し
て
発
注
機
関
の
職
員
が
関
与
す
る
こ
と
）
が
あ
っ
た
場
合
に
、
公
正
取
引
委
員
会
は
発
注
機
関
に
必
要
な
改
善
措

置
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
要
求
を
受
け
た
発
注
機
関
は
自
ら
事
実
関
係
を
調
査
し
、
必
要
と
さ
れ
る
改
善
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
三
条
）。
ま
た
、
入
札
談
合
等
関
与
行
為
を
行
っ
た
職
員
に
対
し
て
、
発
注
機
関
は
一
定
の
場
合
に
は

損
害
賠
償
請
求
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
と
さ
れ
て
い
る
（
四
条
）。
二
〇
〇
六
年
の
改
正
に
よ
り
、
入
札
談
合
等
関
与
行
為
を

行
っ
た
職
員
に
対
す
る
損
害
賠
償
の
請
求
等
に
係
る
調
査
結
果
の
公
表
の
義
務
付
け
（
五
条
）
や
、
国
等
の
職
員
に
よ
る
入
札
等
の
公

正
を
害
す
べ
き
行
為
に
つ
い
て
の
罰
則
（
八
条
）
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
る(60
)。

二
〇
〇
二
年
に
成
立
し
た
「
公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
「
入
札
契
約
適
正
化
法
」
と

い
う
）
に
は
、
適
正
化
の
基
本
と
な
る
べ
き
事
項
が
あ
る
。
入
札
や
契
約
の
過
程
、
契
約
の
内
容
に
つ
い
て
の
透
明
性
が
確
保
さ
れ
る

こ
と
（
透
明
性
の
確
保
）、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
、
ま
た
は
契
約
の
相
手
方
に
な
ろ
う
と
す
る
者
の
間
の
公
正
な
競
争
を
促

進
す
る
こ
と
（
公
正
な
競
争
の
促
進
）、
入
札
お
よ
び
契
約
か
ら
、
談
合
な
ど
の
不
正
行
為
を
排
除
し
て
い
く
こ
と
（
不
正
行
為
の
排

除
）、
契
約
さ
れ
た
工
事
の
施
工
が
、
適
正
な
も
の
と
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
（
公
共
事
業
の
適
正
な
施
工
の
確
保
）
な
ど
が
示
さ
れ
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て
い
る
（
三
条
）。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
達
成
の
た
め
に
、
国
や
地
方
公
共
団
体
、
特
殊
法
人
等
に
対
し
各
種
の
情
報
公
開
を
義
務
付
け

て
い
る
（
四
条
〜
九
条
）。
具
体
的
に
は
、
毎
年
度
、
当
該
年
度
の
公
共
工
事
の
発
注
の
見
直
し
、
入
札
者
と
入
札
金
額
、
落
札
者
と

落
札
金
額
、
入
札
契
約
の
過
程
、
工
事
の
契
約
の
内
容
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
談
合
な
ど
不
正
が
行
わ
れ
た
際
の
公
正
取
引
委
員
会
へ

の
通
知
（
一
〇
条
）、
一
括
し
た
請
負
（
い
わ
ゆ
る
「
丸
投
げ
」）
の
禁
止
（
一
二
条
）、
工
事
の
受
注
者
へ
の
施
工
体
制
台
帳
提
出

（
一
三
条
）
も
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
一
歩
前
進
と
い
え
る(61
)。
し
か
し
、
透
明
性
は
な
お
十
分
と
は
い
え
な
い
。
指
名
を
申
請
に
対

す
る
処
分
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
は
依
然
、
有
意
義
で
あ
ろ
う(62
)。

一
般
競
争
入
札
に
お
け
る
一
つ
の
問
題
と
し
て
、
発
注
者
に
と
っ
て
の
事
務
量
が
大
き
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に

つ
い
て
は
、
近
年
、
国
だ
け
で
は
な
く
地
方
自
治
体
に
お
い
て
も
会
計
処
理
お
よ
び
入
札
事
務
に
電
子
シ
ス
テ
ム
の
導
入
が
進
ん
で
お

り
、
こ
れ
を
業
務
処
理
シ
ス
テ
ム
と
組
み
合
わ
せ
る
等
Ｉ
Ｔ
化
に
よ
る
事
務
の
効
率
化
を
図
る
こ
と
や
案
件
に
応
じ
て
手
続
を
簡
素
化

す
る
こ
と
に
よ
り
行
政
コ
ス
ト
を
引
き
下
げ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る(63
)。
国
土
交
通
省
で
は
、「
入
札
契
約
適
正
化
法
」

の
趣
旨
を
徹
底
さ
せ
る
と
と
も
に
、
透
明
性
の
向
上
、
公
共
性
の
一
層
の
向
上
等
を
通
じ
た
公
共
事
業
構
造
改
革
の
一
環
と
し
て
、
そ

の
基
盤
を
提
供
す
る
Ｉ
Ｔ
化
を
推
進
す
る
こ
と
と
し
、
電
子
入
札
に
つ
い
て
二
〇
〇
一
年
か
ら
試
験
的
に
一
部
導
入
を
実
施
し
、
二
〇

〇
三
年
に
電
子
入
札
通
用
基
準
を
定
め
て
、
全
直
轄
工
事
の
電
子
入
札
が
本
格
稼
働
し
て
い
る
。
ま
た
、
電
子
納
品
に
つ
い
て
も
、
二

〇
〇
四
年
か
ら
直
轄
工
事
に
お
い
て
全
面
導
入
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
都
道
府
県
及
び
政
令
指
定
都
市
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
全
地

方
自
治
体
に
電
子
入
札
、
電
子
納
品
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
い
る(64
)。

（
2
）
契
約
者
選
定
基
準

①
最
低
価
格
自
動
落
札
方
式

公
共
調
達
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
の
入
札
者
を
落
札
者
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
最
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低
価
格
自
動
落
札
方
式
」
が
と
ら
れ
て
い
る
（
会
計
法
二
九
条
の
六
、
地
方
自
治
法
二
三
四
条
二
項
）。

②
代
表
的
な
価
格
以
外
の
評
価
方
式
―
総
合
評
価
落
札
方
式
（
会
計
法
二
九
条
の
六
第
二
項
）

会
計
法
二
九
条
の
六
第
二
項
は
、「
国
の
所
有
に
属
す
る
財
産
と
国
以
外
の
者
の
所
有
す
る
財
産
と
の
交
換
に
関
す
る
契
約
そ
の
他

そ
の
性
質
ま
た
は
目
的
か
ら
前
項
の
規
定
に
よ
り
難
い
契
約
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
価
格
お
よ
び
そ
の
他
の
条
件
が
国
に
と
っ
て
最
も
有
利
な
も
の
を
も
っ
て
申
込
み
を
し
た
者
を
契
約
の
相
手
方
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
」
と
、
総
合
評
価
落
札
方
式
の
根
拠
と
な
る
規
定
を
設
け
て
い
る(65
)。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
方
式
は
あ
く
ま
で
も
例
外
的
、
補
充

的
な
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
手
続
的
に
も
国
の
機
関
が
総
合
評
価
方
式
を
用
い
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
個
別
案
件
ご
と
に
、

主
務
大
臣
と
財
務
大
臣
の
協
議
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
予
決
令
九
一
条
二
項
）。
総
合
評
価
方
式
で
は
、
除
算
方
式
（
基

礎
点
と
加
算
点
の
合
計
得
点
を
入
札
価
格
で
除
算
す
る
方
式
）
と
加
算
方
式
（
価
格
要
素
に
よ
る
得
点
と
非
価
格
要
素
に
よ
る
得
点
を

可
算
す
る
方
式
）
が
あ
る
が
、
会
計
法
が
適
用
さ
れ
る
事
業
の
評
価
方
式
は
除
算
方
式
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
設
備
の
納
入
・
設
置

で
あ
れ
ば
当
該
設
備
の
耐
用
年
数
や
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
コ
ス
ト
、
工
事
で
あ
れ
ば
騒
音
低
減
な
ど
公
害
防
止
の
た
め
の
工
夫
、
道
路
封
鎖

時
間
の
短
縮
な
ど
の
施
工
上
の
工
夫
、
省
資
源
対
策
な
ど
多
様
な
項
目
が
点
数
化
さ
れ
、
合
計
得
点
を
入
札
金
額
で
除
し
た
金
額
が
最

低
額
と
な
っ
た
者
が
落
札
す
る(66
)。

総
合
評
価
方
式
に
つ
い
て
は
、
評
価
基
準
、
配
点
方
法
、
判
断
等
の
客
観
性
や
妥
当
性
を
ど
う
や
っ
て
担
保
す
る
か
と
い
う
問
題
が

あ
り
、
発
注
者
に
よ
る
評
価
が
恣
意
的
に
な
る
お
そ
れ
も
あ
る(67
)。
ま
た
、
総
合
評
価
方
式
は
価
額
と
質
を
考
慮
し
た
手
法
で
あ
り
、
ド

イ
ツ
の
競
争
的
対
話
と
は
違
い
、
民
間
ノ
ウ
ハ
ウ
や
創
意
工
夫
を
積
極
的
に
活
用
す
べ
き
案
件
、
事
業
内
容
が
複
雑
な
案
件
等
は
、
入

札
手
続
に
お
い
て
、
発
注
者
と
入
札
参
加
者
の
間
で
仕
様
等
に
つ
い
て
対
話
や
交
渉
を
行
う
も
の
で
は
な
い(68
)。

さ
ら
に
、
総
合
評
価
入
札
の
枠
組
み
の
中
で
、
公
共
労
働
基
準
（
労
働
政
策
）、
環
境
配
慮
（
環
境
政
策
）、
障
害
者
雇
用
（
福
祉
政
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策
）、
男
女
共
同
参
画
、
地
域
要
件
（
中
小
企
業
対
策
）
等
を
加
点
要
素
と
し
て
評
価
に
盛
り
込
む
こ
と
に
よ
り
、
政
策
課
題
を
入

札
・
契
約
の
過
程
に
お
い
て
達
成
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
く
政
策
入
札
の
導
入
が
図
ら
れ
て
い
る(69
)。

二
〇
一
〇
年
度
か
ら
、
国
土
交
通
省
の
直
轄
工
事
に
お
け
る
入
札
契
約
制
度
に
関
し
て
、
総
合
評
価
方
式
の
技
術
評
価
に
関
す
る
透

明
性
を
向
上
さ
せ
る
と
と
も
に
、
民
間
企
業
の
技
術
力
に
よ
る
競
争
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
改
善
策
が
講

じ
ら
れ
た
。
①
総
合
評
価
方
式
に
お
け
る
技
術
提
案
の
評
価
結
果
に
つ
い
て
は
、
そ
の
点
数
の
公
表
に
加
え
て
、
具
体
的
な
評
価
内
容

を
当
該
提
案
企
業
に
対
し
て
通
知
す
る
。
②
こ
の
通
知
に
対
し
て
、
提
案
企
業
か
ら
疑
問
点
等
を
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
専
用

の
窓
口
を
各
地
方
整
備
局
に
新
た
に
設
置
す
る
。
③
工
事
難
易
度
の
低
い
工
事
の
入
札
参
加
資
格
要
件
に
は
、
過
去
の
実
績
の
工
事
量

に
よ
る
設
定
は
行
わ
ず
、
総
合
評
価
方
式
の
技
術
評
価
に
お
け
る
施
工
能
力
の
評
価
と
し
て
行
う(70
)。

一
九
九
九
年
二
月
、
地
方
自
治
法
施
行
令
が
改
正
さ
れ
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
も
総
合
評
価
方
式
が
採
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
（
地
方
自
治
法
施
行
令
一
六
七
条
の
一
〇
の
二
）。
二
〇
〇
八
年
三
月
、
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
に
よ
り
、

不
正
行
為
に
対
す
る
入
札
参
加
停
止
の
期
間
の
延
長
（
一
六
七
条
四
第
二
項
）、
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
を
行
う
場
合
に
お
け
る
学

識
経
験
者
か
ら
の
意
見
聴
取
手
続
に
つ
い
て
簡
素
化
（
一
六
七
条
の
一
〇
の
二
）
等
が
図
ら
れ
た(71
)。

地
方
公
共
団
体
で
は
、
公
私
協
働
に
よ
る
施
策
な
い
し
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
際
に
、
住
民
の
団
体
等
と
協
定
を
締
結
す
る
こ

と
が
多
い
。
公
共
施
設
の
管
理
に
関
す
る
協
定
な
ど
も
、
そ
の
類
型
に
属
す
る
と
言
え
る
が
、
公
私
協
働
に
よ
る
施
策
・
事
業
の
場
合

に
は
、
施
策
・
事
業
の
内
容
自
体
が
公
私
協
働
に
よ
り
固
ま
る
も
の
が
多
い
（
内
容
形
成
に
お
け
る
協
働
）。
協
働
の
推
進
に
関
す
る

条
例
に
お
い
て
「
市
民
と
の
協
定
に
よ
る
施
策
の
実
施
」
を
掲
げ
る
も
の
も
あ
る(72
)。
た
だ
、
協
働
事
業
は
、
時
間
を
か
け
た
丁
寧
な
作

業
が
必
要
で
、
行
政
に
と
っ
て
も
、
市
民
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
に
と
っ
て
も
負
担
の
大
き
い
方
式
で
あ
る
た
め
、
市
民
活
動
に
関
わ
る
す
べ
て
の

事
業
を
こ
の
方
式
で
行
う
必
要
は
な
く
、
従
来
の
委
託
契
約
や
助
成
金
と
の
適
切
な
棲
み
分
け
に
よ
る
効
率
的
か
つ
効
果
的
な
運
用
を
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図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る(73
)。

一
方
、
競
争
的
対
話
方
式
に
つ
い
て
、
行
政
刷
新
会
議
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
改
革
分
科
会
は
、
二
〇
一
一
年
の
「
公
共
サ
ー
ビ
ス
改
革

プ
ロ
グ
ラ
ム
」
で
、
調
達
に
つ
い
て
様
々
な
改
革
を
提
案
し
て
い
る
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
、
調
達
・
契
約
手
法
の
多
様
化
が
あ
る
。

例
え
ば
、
民
間
事
業
者
の
ノ
ウ
ハ
ウ
や
創
意
工
夫
を
積
極
的
に
活
用
す
べ
き
案
件
、
事
業
内
容
が
複
雑
な
案
件
に
つ
い
て
、
対
話
や
交

渉
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
バ
リ
ュ
ー
・
フ
ォ
ー
・
マ
ネ
ー
（
Ｖ
Ｆ
Ｍ
）
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
対
話
や

交
渉
の
導
入
を
提
案
し
て
い
る(74
)。

3

公
共
調
達
制
度
に
お
け
る
紛
争
処
理

（
1
）
裁
判
所
以
外
の
機
関
に
よ
る
紛
争
処
理

①
政
府
調
達
協
定
に
よ
る
苦
情
処
理

物
品
お
よ
び
建
設
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
サ
ー
ビ
ス
の
政
府
調
達(75
)に

お
い
て
具
体
的
な
苦
情
の
受
付
・
処
理
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
内
外

無
差
別
の
原
則
の
も
と
、
政
府
調
達
制
度
の
透
明
性
、
公
正
性
お
よ
び
競
争
性
の
一
層
の
向
上
を
図
る
た
め
、
日
本
政
府
は
政
府
調
達

苦
情
処
理
体
制
（
Ｃ
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ｓ
）
を
設
け
て
い
る
。
政
府
調
達
苦
情
処
理
推
進
会
議
は
内
閣
府
事
務
次
官
を
議
長
と
し
、
関
係
府
省
庁

の
事
務
次
官
等
で
構
成
さ
れ
、
ま
た
、
実
際
の
苦
情
の
受
付
・
検
討
を
行
う
政
府
調
達
苦
情
検
討
委
員
会
は
委
員
七
名
、
専
門
委
員
一

六
名
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
日
本
政
府
の
苦
情
処
理
体
制
は
こ
の
二
つ
の
組
織
が
中
心
と
な
っ
て
い
る(76
)。
地
方
公
共
団
体
の
場
合
、
政

府
調
達
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
手
続
に
関
す
る
苦
情
処
理
に
つ
い
て
は
、
政
府
調
達
協
定
上
の
義
務
を
履
行
す
る
た
め
に
、
政
府

調
達
協
定
の
適
用
対
象
と
な
る
特
定
地
方
公
共
団
体
が
苦
情
検
討
委
員
会
等
を
設
置
し
て
、
国
と
同
様
の
対
応
措
置
を
と
っ
た
。
苦
情

申
立
て
は
、
供
給
者
が
、
事
実
を
知
り
得
た
と
き
か
ら
一
〇
日
以
内
に
、
委
員
会
に
申
立
て
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
苦
情
を
受
理
す
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る
場
合
に
は
、
申
立
者
、
会
議
お
よ
び
調
達
機
関
に
そ
の
旨
を
直
ち
に
文
書
に
て
通
知
す
る
と
と
も
に
、
官
報
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等

を
通
じ
て
公
示
を
行
う
。
調
達
機
関
に
は
委
員
会
に
報
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
課
さ
れ
る
が
、
申
立
者
お
よ
び
参
加
者
は
そ
の
報
告

書
に
不
服
の
あ
る
場
合
、
意
見
ま
た
は
委
員
会
で
の
検
討
の
希
望
を
表
明
で
き
、
委
員
会
の
検
討
が
開
始
さ
れ
る
。
最
終
的
に
、
委
員

会
は
苦
情
が
申
立
て
ら
れ
て
か
ら
九
〇
日
以
内
に
検
討
の
結
果
の
報
告
書
を
作
成
し
、
当
該
調
達
に
際
し
て
政
府
調
達
協
定
等
に
定
め

る
措
置
が
実
施
さ
れ
て
い
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
報
告
書
と
と
も
に
、
提
案
書
を
文
書
で
作
成
す
る
。
調
達
機
関
は
原
則
と
し
て

苦
情
に
関
す
る
委
員
会
の
提
案
に
従
う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
調
達
機
関
の
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
へ
の
民
事
訴

訟
ま
た
は
世
界
貿
易
機
関
（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）
へ
の
提
訴
が
で
き
る(77
)。

②
指
名
競
争
入
札
等
に
お
け
る
苦
情
処
理

国
土
交
通
省
は
、
公
共
工
事
入
札
契
約
適
正
化
及
び
公
共
工
事
入
札
契
約
適
正
化
方
針
（
二
〇
〇
一
年
）
を
踏
ま
え
て
、
二
〇
〇
一

年
三
月
に
地
方
整
備
局
長
等
に
対
し
て
「
工
事
等
に
お
け
る
入
札
・
契
約
の
過
程
に
係
る
苦
情
処
理
の
手
続
に
つ
い
て
」
な
る
通
達
お

よ
び
入
札
監
視
委
員
会
に
関
し
て
も
新
た
な
通
達
「
入
札
監
視
委
員
会
の
設
置
及
び
運
営
に
つ
い
て
」
を
発
し
て
、
苦
情
申
立
て
の
手

続
の
明
確
化
を
図
る
と
と
も
に
、
再
苦
情
処
理
の
拡
大
を
図
る
こ
と
と
し
た
。
入
札
監
視
委
員
会
は
委
員
の
数
を
一
〇
名
以
内
と
し
、

委
員
は
中
立
・
公
正
の
立
場
で
客
観
的
に
入
札
お
よ
び
契
約
に
つ
い
て
の
審
査
そ
の
他
の
事
務
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
学
職
経

験
等
を
有
す
る
者
か
ら
選
定
す
る
。
苦
情
処
理
の
対
象
と
な
る
工
事
ま
た
は
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
等
に
つ
い
て
苦
情
申
立
て
が
で
き

る
。
そ
の
結
果
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
再
苦
情
申
立
て
（
五
日
乃
至
七
日
以
内
）
が
で
き
る
。
入
札
監
視
委
員
会
は
都
道
府
県
お

よ
び
政
令
指
定
都
市
に
設
置
さ
れ
て
い
る(78
)。

③
会
計
検
査
院
へ
の
審
査
要
求

法
律
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
、
会
計
検
査
院
法
に
基
づ
く
会
計
検
査
院
へ
の
審
査
要
求
が
考
え
ら
れ
る
。
同
法
三
五
条
一
項
は
、
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「
会
計
検
査
院
は
、
国
の
会
計
事
務
を
処
理
す
る
職
員
の
会
計
経
理
の
取
扱
い
に
関
し
、
利
害
関
係
人
か
ら
審
査
の
要
求
が
あ
っ
た
と

き
は
、
こ
れ
を
審
査
し
、
そ
の
結
果
是
正
を
要
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
判
定
を
主
務
官
庁
そ
の
他
の
責
任
者
に
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
契
約
準
備
過
程
に
お
け
る
政
府
部
門
の
行
為
に
よ
り
直
接
影
響
を
受
け
る
者
（
競
争
参
加
資
格

を
否
定
さ
れ
た
者
、
指
名
停
止
を
受
け
た
者
等
）
は
、
こ
こ
に
い
う
「
利
害
関
係
人
」
に
該
当
す
る
た
め
、
審
査
要
求
の
資
格
が
あ
る

と
言
え
よ
う(79
)。

（
2
）
裁
判
所
に
お
け
る
紛
争
処
理

①
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
の
活
用

広
義
説
（
判
例
・
通
説
）
に
よ
れ
ば
、
国
家
賠
償
法
一
条
の
「
公
権
力
の
行
使
」
は
私
経
済
行
政
や
国
家
賠
償
法
二
条
の
対
象
と
な

る
公
の
営
造
物
管
理
を
除
く
す
べ
て
の
活
動
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る(80
)。

広
義
説
を
前
提
に
す
る
と
、
契
約
締
結
に
係
る
過
程
の

行
為
に
も
国
家
賠
償
法
一
条
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
説
が
有
力
で
あ
り
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
競
争
入
札
は
、
公
の
事
業
の
管
理
に
関

わ
り
、
純
粋
の
私
経
済
的
関
係
と
は
区
別
さ
れ
る
公
共
性
が
存
在
す
る
こ
と
な
ど
が
述
べ
て
ら
れ
て
い
る(81
)。

村
の
発
注
す
る
公
共
工
事
の
指
名
競
争
入
札
に
長
年
指
名
を
受
け
て
継
続
的
に
参
加
し
て
い
た
建
設
業
者
を
平
成
一
二
年
度
以
降
全

く
指
名
せ
ず
入
札
に
参
加
さ
せ
な
か
っ
た
村
の
措
置
に
つ
き
、
村
外
業
者
に
当
た
る
こ
と
を
理
由
に
適
法
と
い
え
る
か
否
か
が
争
わ
れ

た
事
例
で
、
最
高
裁
判
所
は
、
地
方
自
治
法
・
同
法
施
行
令
、
公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
適
正
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
が
、
普
通

地
方
自
治
公
共
団
体
の
締
結
す
る
公
共
工
事
等
の
契
約
に
関
す
る
入
札
に
つ
き
、
機
会
均
等
、
公
正
性
、
透
明
性
、
経
済
性
（
価
額
の

有
利
性
）
を
確
保
す
る
こ
と
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
村
外
業
者
に
当
た
る
こ
と
の
み
を
理
由
と
し
て
、
他
の
条
件
い

か
ん
に
変
わ
ら
ず
、
一
切
の
工
事
に
つ
き
村
外
業
者
を
指
名
せ
ず
指
名
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
措
置
を
採
っ
た
と
す
れ
ば
、「
そ

れ
は
、
考
慮
す
べ
き
事
項
を
十
分
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
一
つ
の
考
慮
要
素
に
と
ど
ま
る
村
外
業
者
で
あ
る
こ
と
の
み
を
重
視
し
て
い
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る
点
に
お
い
て
、
極
め
て
不
合
理
で
あ
り
、
社
会
通
念
上
著
し
く
妥
当
性
を
欠
く
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
よ
う
な
措
置
に
裁

量
権
の
逸
脱
又
は
濫
用
が
あ
っ
た
と
ま
で
は
い
え
な
い
と
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
。
指
名
回
避
措
置
等
は
、

国
家
賠
償
法
一
条
一
項
で
い
う
公
権
力
の
行
使
に
当
た
り
、
そ
れ
が
違
法
に
な
さ
れ
れ
ば
、
国
ま
た
は
公
共
団
体
の
国
家
賠
償
責
任
が

問
わ
れ
う
る(82
)。
ま
た
、
高
松
高
判
平
成
一
二
年
九
月
二
八
日
と
津
地
判
平
成
一
四
年
七
月
二
五
日
は
、
入
札
手
続
の
過
程
に
お
け
る
公

務
員
の
行
為
を
国
家
賠
償
法
一
条
の
公
権
力
の
行
使
と
み
て
利
害
関
係
者
が
国
家
賠
償
を
請
求
し
た
事
案
に
お
い
て
、
実
際
に
請
求
を

認
め
た(83
)。

高
松
高
裁
判
決
は
、
国
家
賠
償
法
一
条
の
「
公
権
力
の
行
使
」
に
非
権
力
的
行
政
作
用
も
含
む
と
し
て
い
る(84
)。

ま
た
津
地
裁

判
決
は
、
単
に
、
地
方
公
共
団
体
の
契
約
担
当
者
が
そ
の
裁
量
権
の
範
囲
を
逸
脱
し
又
は
こ
れ
を
濫
用
し
、
指
名
競
争
入
札
に
参
加
し

よ
う
と
す
る
請
負
業
者
に
損
害
を
加
え
る
場
合
に
は
、
国
家
賠
償
法
一
条
の
適
用
が
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
述
べ
る
に
と

ど
ま
っ
て
い
る(85
)。

②
抗
告
訴
訟
の
許
容
性

契
約
締
結
過
程
に
お
け
る
公
共
部
門
の
行
為
に
つ
い
て
、
東
京
地
判(86
)は

、
ラ
ン
ク
付
け
（
格
付
け
）
に
対
す
る
取
消
訴
訟
に
つ
い
て

行
政
処
分
性
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
不
適
法
と
し
た
。
行
政
処
分
に
当
た
る
に
は
、
法
の
認
め
る
優
越
的
な
意
思
の
発
動
と
し
て
行
わ

れ
る
も
の
で
、
個
人
の
権
利
又
は
法
律
上
の
利
益
に
直
接
の
影
響
を
及
ぼ
す
法
的
効
果
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

そ
し
て
、
競
争
入
札
参
加
資
格
の
等
級
の
決
定
は
、
契
約
の
相
手
方
選
定
に
係
る
普
通
地
方
公
共
団
体
内
部
に
お
け
る
契
約
の
準
備
的

行
為
に
す
ぎ
な
い
と
し
、「
東
京
都
が
水
道
メ
ー
タ
の
製
造
業
者
等
と
の
間
で
締
結
す
る
物
品
買
入
れ
契
約
等
は
、
一
般
の
私
人
間
の

売
買
契
約
と
同
様
に
対
等
当
事
者
間
の
法
律
関
係
で
あ
る
私
法
上
の
行
為
で
あ
り
、
相
手
方
の
意
思
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
方
的
に
決
定

し
、
相
手
方
に
そ
の
受
忍
を
強
制
す
る
と
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
そ
も
そ
も
原
告
に
つ
い
て
東
京
都
と
契
約
を
締

結
す
る
権
利
な
い
し
は
そ
の
機
会
を
与
え
ら
れ
る
権
利
を
当
然
に
有
し
て
い
る
も
の
で
も
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
右
契
約
等
の
準
備
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的
行
為
に
す
ぎ
な
い
被
告
の
行
う
競
争
入
札
参
加
資
格
の
等
級
の
決
定
は
、
法
の
認
め
る
優
越
的
な
意
思
の
発
動
と
し
て
行
わ
れ
る
も

の
と
解
さ
れ
な
い
し
、
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
直
接
に
個
人
の
権
利
又
は
法
律
上
の
利
益
に
直
接
の
影
響
を
及
ぼ
す
法
的
効
果
が
生
じ

る
も
の
と
も
解
さ
れ
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
行
政
処
分
性
に
関
す
る
一
般
的
考
え
方
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
契
約
等
の
準
備
行
為
に
す
ぎ
な
い
こ
と
と
、
原
告
が
契

約
を
締
結
す
る
権
利
な
い
し
そ
の
機
会
を
与
え
ら
れ
る
権
利
を
当
然
に
有
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
、
行
政
処
分
性
否
定
の
実

質
的
根
拠
に
な
っ
て
い
る(87
)。

こ
の
よ
う
に
、
契
約
の
準
備
段
階
に
お
け
る
内
部
的
行
為
の
行
政
処
分
性
を
認
め
な
い
こ
と
が
、
裁
判
例

お
よ
び
行
政
実
務
上
の
見
解
で
あ
る(88
)。

こ
れ
に
対
し
て
、
公
共
調
達
契
約
に
お
け
る
行
政
処
分
性
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
私
法
上
の
契
約
で
あ
る
こ
と
（
し
た
が
っ
て
、
そ

の
契
約
の
履
行
等
に
お
け
る
公
共
部
門
の
行
為
が
行
政
処
分
性
を
有
し
な
い
こ
と
）
と
、
そ
の
準
備
過
程
で
な
さ
れ
る
諸
行
為
が
分
離

し
て
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
来
な
ら
私
的
自
治
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
公
共
契
約
の
一
方
当
事
者
で
あ
る
公
共
部
門
に
会
計
法
令

が
特
別
の
規
制
を
し
て
い
る
の
は
、
経
済
性
の
み
な
ら
ず
公
正
性
を
確
保
す
る
た
め
に
特
に
規
律
を
加
え
る
必
要
性
を
認
め
た
か
ら
で

あ
る
。
そ
こ
で
は
、
当
然
に
公
共
部
門
の
契
約
締
結
手
続
に
公
共
部
門
に
依
存
す
る
度
合
い
の
高
い
事
業
者
の
利
益
が
深
く
関
わ
っ
て

い
る
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
利
益
状
況
と
法
令
に
よ
る
規
律
の
密
度
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
契
約
準
備
過
程
の

う
ち
で
事
業
者
に
向
け
ら
れ
た
重
要
な
行
為
は
、
事
業
者
等
の
「
法
律
上
の
利
益
」
に
関
わ
る
行
為
で
あ
る
と
み
て
、
行
政
処
分
性
を

認
め
る
基
盤
が
十
分
に
あ
る(89
)と
い
う
見
解
も
あ
る
。

(1
)
ド
イ
ツ
の
公
私
協
働
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
Jan
Ziekow
,V
erankerung
verw
altungsrechtlicher
K
ooperationsverhältnisse

(Public
Private
Partnership)im
V
erw
altungsverfahrensgesetz,Gutachten
im
A
uftrag
desBundesm
inisterium
sdesInnern

2001,S.72
ff.;D
etlefK
rasem
ann,Public
Private
Partnership,D
iss.,2008,S.6
ff.;岸
本
太
樹
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
公
私
協
働
論
と
行

論 説

(阪大法学) 64 (6-90）1618〔2015.3]



政
契
約
論
の
発
展
・
展
開
」
岡
村
周
一
＝
人
見
剛
編
『
世
界
の
公
私
協
働
―
制
度
と
理
論
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
二
年
）
一
八
三
頁
以
下
。

「
公
私
協
働
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
、
日
本
・
韓
国
と
同
様
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
確
固
た
る
定
義
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に

包
摂
さ
れ
る
行
政
現
象
の
範
囲
を
め
ぐ
っ
て
は
、
学
説
上
見
解
の
相
違
（
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
）
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
公
的
な
課
題

を
効
率
的
に
（
ま
た
は
よ
り
効
果
的
に
）
解
決
す
る
た
め
に
、
公
的
部
門
と
民
間
部
門
が
責
任
を
分
担
し
な
が
ら
何
ら
か
の
形
で
協
力
す
る

諸
々
の
行
政
現
象
」
を
指
し
示
す
概
念
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
―
排
出
基
準
等
の
策
定
過
程
に
お
け
る
協
働
（
専
門
家
委
員
会
へ
の
諮
問
や

利
害
関
係
者
の
聴
聞
）、
環
境
協
定
の
締
結
、
環
境
監
査
、
産
業
界
の
自
主
規
制
な
ど
と
い
っ
た
―
い
わ
ゆ
る
「
環
境
法
上
の
協
働
原
則

（
K
ooperationsprinzip）」
の
発
現
形
態
と
さ
れ
る
諸
々
の
法
制
度
を
は
じ
め
、
公
の
施
設
の
整
備
・
維
持
・
管
理
・
運
営
等
の
民
間
委
託
、

さ
ら
に
は
都
市
計
画
案
の
協
働
策
定
（
住
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開
催
や
住
民
代
表
の
手
続
参
加
）
な
ど
が
公
私
協
働
の
具
体
例
で
あ
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
学
説
上
一
般
に
共
通
了
解
が
存
在
す
る
と
言
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
の
公
私
協
働
事
業
に
は
、
公
共
委
託
発
注
と
同
様
、
競
争

制
限
防
止
法
に
定
め
ら
れ
る
事
後
審
査
等
の
紛
争
処
理
手
続
が
適
用
さ
れ
る
。

日
本
に
お
け
る
Ｎ
Ｐ
Ｍ
及
び
公
私
協
働
の
展
開
と
行
政
法
学
の
課
題
を
多
角
的
な
視
点
か
ら
総
合
的
に
考
察
・
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、

「
特
集

Ｎ
Ｐ
Ｍ
と
行
政
法
学
の
課
題
」
法
律
時
報
七
八
巻
九
号
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
六
年
）
四
頁
以
下
。
日
本
の
公
私
協
働
に
つ
い
て

は
、
大
久
保
規
子
「
協
働
の
進
展
と
行
政
法
学
の
課
題
」
磯
部
力
＝
小
早
川
光
郎
＝
芝
池
義
一
編
『
行
政
法
の
新
構
想
Ⅰ
』（
有
斐
閣
、
二
〇

一
一
年
）
二
二
三
頁
以
下
、
米
丸
恒
治
「
行
政
の
多
元
化
と
行
政
責
任
」
磯
部
力
＝
小
早
川
光
郎
＝
芝
池
義
一
編
『
行
政
法
の
新
構
想
Ⅲ
』

（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
三
〇
五
頁
以
下
、
山
本
隆
司
「
日
本
に
お
け
る
公
私
協
働
の
動
向
と
課
題
」
新
世
代
法
政
策
学
研
究
二
号
（
二
〇

〇
九
年
）
二
七
七
頁
以
下
。
警
察
任
務
の
民
間
化
に
つ
い
て
は
、
高
橋
明
男
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
警
察
任
務
の
「
民
営
化
」、
民
間
委
託
、
民

間
と
の
協
同
」
多
胡
圭
一
編
『
二
十
一
世
紀
の
法
と
政
治
』
大
阪
大
学
法
学
部
創
立
五
十
周
年
記
念
論
集
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
二
年
）
一
一
九

頁
以
下
、
同
「
警
察
行
政
と
Ｎ
Ｐ
Ｍ
」
法
律
時
報
七
八
巻
九
号
（
二
〇
〇
六
年
）
四
五
頁
以
下
、
同
「
警
察
機
能
の
分
散
・
集
中
と
地
方
公
共

団
体
・
民
間
組
織
の
役
割
」
公
法
研
究
七
〇
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
九
七
頁
以
下
参
照
。

(2
)
ド
イ
ツ
の
文
献
と
し
て
、
H
artm
ut
M
aurer,
A
llgem
eines
V
erw
altungsrecht,
18.
A
ufl.,
2011,
S.
627
ff.;
H
ans-U
w
e

Erichsen/D
irk
Ehlers
(H
rsg.),
A
llgem
eines
V
erw
altungsrecht,
14.
A
ufl.,
2010,
S.
324
ff.;
Jan
Ziekow
,
W
andel
der

Staatlichkeit
und
w
ieder
zurück?
PPP
im
K
ontext
der
deutschen
D
iskussion
um
die
Rolle
des
Stattes,in:ders.(H
rsg.),

W
andelder
Staatlichkeitund
w
ieder
zurück?
V
erw
altungsressourcen
und
V
erw
altungsstrukturen,2011,S.43
ff.;日
本
の
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文
献
と
し
て
、
塩
野
宏
『
行
政
法
Ⅰ
（
第
五
版
補
訂
版
）』（
二
〇
一
三
年
）
一
九
六
頁
以
下
、
芝
池
義
一
『
行
政
法
総
論
講
義
〔
第
四
版
補
訂

版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
年
）
二
三
八
頁
以
下
、
宇
賀
克
也
『
行
政
法
概
説
Ⅰ
〔
第
五
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
三
七
七
頁
以
下
、

碓
井
光
明
『
行
政
契
約
精
義
』（
信
山
社
、
二
〇
一
一
年
）
二
六
一
頁
以
下
、
高
田
敏
編
『
新
版
行
政
法
―
法
治
主
義
具
体
化
法
と
し
て
の
―
』

（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
年
）
一
七
八
頁
以
下
、
大
橋
洋
一
『
行
政
法
Ⅰ
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
二
三
七
頁
以
下
、
岸
木
太
樹
「
公
的
任

務
の
共
同
遂
行
（
公
私
協
働
）
と
行
政
上
の
契
約
（
四
・
完
）」
自
治
研
究
八
二
巻
四
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
三
五
頁
以
下
。
韓
国
の
文
献
と

し
て
、
キ
ム
・
ド
ン
ヒ
『
行
政
法
Ⅰ
〔
第
二
〇
版
〕』（
博
英
社
、
二
〇
一
四
年
）
二
二
二
頁
以
下
、
キ
ム
・
ナ
ム
ジ
ン
＝
キ
ム
・
ヨ
ン
テ
『
行

政
法
Ⅰ
〔
第
一
七
版
〕』（
法
文
社
、
二
〇
一
三
年
）
三
七
六
頁
以
下
、
ホ
ン
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
『
行
政
法
原
論
（
上
）〔
第
二
二
版
〕』（
博
英
社
、

二
〇
一
四
年
）
四
九
七
頁
以
下
。

(3
)
キ
ム
・
ス
ン
リ
ョ
ル
＝
カ
ン
・
ム
ン
ス
『
国
家
契
約
法
の
改
善
方
案
』（
韓
国
法
制
研
究
院
、
二
〇
一
〇
年
）
一
三
頁
。
さ
ら
に
、
二
〇

一
一
年
七
月
、
韓
・
Ｅ
Ｕ
の
自
由
貿
易
協
定
（
Ｆ
Ｔ
Ａ
）
と
二
〇
一
二
年
三
月
、
韓
・
米
の
自
由
貿
易
協
定
（
Ｆ
Ｔ
Ａ
）
の
発
効
に
よ
り
、
公

正
性
と
透
明
性
の
確
保
を
図
る
公
共
調
達
制
度
の
整
備
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。

(4
)
イ
・
ジ
ョ
ン
ア
「
政
府
調
達
に
お
け
る
苦
情
処
理
の
流
れ
と
国
家
総
合
電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
」
行
政
＆
情
報
シ
ス
テ
ム
四
六
巻
一
号
（
二

〇
一
〇
年
）
六
五
頁
以
下
。

(5
)
ジ
ョ
・
テ
ジ
ェ
「
公
共
調
達
行
政
に
お
け
る
公
正
性
確
保
の
た
め
の
司
法
審
査
制
度
の
導
入
方
案
」
土
地
公
法
学
会
一
三
集
（
二
〇
〇
一

年
）
四
九
頁
以
下
、
キ
ム
・
ソ
ン
ス
「
公
共
調
達
行
政
法
に
お
け
る
競
争
的
対
話
と
交
渉
と
の
関
係
」
公
法
学
研
究
九
巻
二
号
（
二
〇
〇
八

年
）
二
八
八
頁
。

(6
)
M
ark
von
W
ietersheim
,V
ergaberecht,2013,S.26
ff.;荒
木
修
「
公
共
委
託
発
注
を
め
ぐ
る
法
制
度
の
動
向
」
岡
村
=
人
見
編
・

前
掲
書
注
(1
)二
〇
一
頁
。

(7
)
Richtlinie
2004//18/EG
des
Europäischen
Parlam
ents
und
des
Rates
vom
31.3.2004.über
die
K
oordinierung
der

V
erfahren
zur
V
ergabe
öffentlicher
Bauaufträge,Lieferaufträge
und
D
ienstleistungsäuftrage;岸
本
太
樹
「
公
私
協
働
促
進
法

の
制
定
と
ド
イ
ツ
協
働
契
約
論
の
新
展
開
（
1
）」
自
治
研
究
八
六
巻
三
号
（
二
〇
一
〇
年
）
九
九
頁
以
下
参
照
。

(8
)
荒
木
・
前
掲
注
(6
)二
〇
一
頁
以
下
。
公
共
委
託
発
注
の
事
後
審
査
手
続
の
指
令
（
一
九
八
九
年
）、
サ
ー
ビ
ス
供
給
・
建
設
・
納
入
の

各
分
野
の
公
共
委
託
発
注
の
調
整
の
た
め
の
指
令
（
一
九
九
二
年
〜
一
九
九
三
年
）、
三
分
野
の
指
令
を
統
合
す
る
指
令
（
二
〇
〇
四
年
）
が
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発
せ
ら
れ
て
い
る
。
一
九
九
〇
年
の
セ
ク
タ
ー
指
令
に
よ
り
、
水
道
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
交
通
・
電
気
通
信
に
は
、
民
営
化
等
に
よ
っ
て
公
の
手

が
関
与
し
な
い
事
業
に
も
公
共
委
託
発
注
に
係
る
規
制
が
及
ん
で
い
る
。

(9
)
von
W
ietersheim
,a.a.O
.(Fn.6),S.79
ff.;荒
木
・
前
掲
注
(6
)二
〇
二
頁
。
限
度
額
以
上
の
も
の
に
つ
い
て
公
開
手
続
・
非
公
開
手

続
は
公
開
入
札
・
非
公
開
入
札
に
対
応
す
る
が
、
交
渉
手
続
は
随
意
発
注
に
代
え
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
随
意
発
注
と
は
異
な
り
、
公

共
調
達
に
係
る
法
の
一
般
原
則
、
発
注
・
契
約
規
程
の
本
質
的
な
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
調
達
限
度
額
は
、
建
設
委
託
五
〇
〇
万

ユ
ー
ロ
、
物
品
等
調
達
二
〇
万
ユ
ー
ロ
、
交
通
・
水
道
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ど
公
益
事
業
部
門
四
〇
万
ユ
ー
ロ
、
連
邦
最
上
級
お
よ
び
上
級
行
政

庁
一
三
万
ユ
ー
ロ
と
さ
れ
て
い
る
。

(10
)
荒
木
・
前
掲
注
(6
)二
〇
二
頁
。

(11
)
RalfPeter
Schenke/Stefan
K
lim
pel,V
erhandlungsverfahren
versus
w
ettbew
erblicher
D
ialog:N
eue
Entw
icklungen

im
V
ergaberecht
Ö
ffentlich
Privater
Partnerschaften
(Ö
PP)/Public
Private
Partnership
(PPP),D
V
Bl.2006,S.1492
ff.;岸

本
・
前
掲
注
(7
)九
二
頁
以
下
。

(12
)
Peter
Baum
eister,Public
Private
Partnership
als
neue
Form
der
Erfüllung
staatlicher
A
ufgaben?
in:Jong
H
yun
Seok

und
Jan
Ziekow
(H
rsg.),D
ie
Einbeziehung
Privater
in
die
Erfüllung
öffentlicher
A
ufgaben:V
orträge
aufdem
koreanisch-

deutschen
sym
posium
zum
V
erw
altungsrechtsvergleich
vom
13.bis
15.Septem
ber
2007
am
D
eutschen
Forschungsinstitut

für
Ö
ffentliche
V
erw
altung
Speyer,2008,S.71
f.;岸
本
・
前
掲
注
(7
)九
三
頁
。

(13
)
M
artin
M
eißner,D
er
W
ettbew
erbliche
D
ialog,in:Rainer
Pitschas
und
Jan
Ziekow
(H
rsg.),V
ergaberechtim
W
andel:

V
orträge
auf
dem
4.Speyerer
W
irschaftsforum
vom
29.bis
30.Septem
ber
2004
an
der
D
eutschen
H
ochschule
für

V
erw
altungsw
issenschaften
Speyer,2006,S.83
ff.;Schenke/K
lim
pel,a.a.O
.(Fn.11),S.1493
ff.;岸
本
・
前
掲
注
(7
)九
四
頁
。

(14
)
荒
木
・
前
掲
注
(6
)二
〇
二
頁
以
下
。
交
渉
手
続
で
は
、
発
注
者
の
最
初
の
条
件
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
最
終
的

な
委
託
内
容
と
の
間
に
同
一
性
が
失
わ
れ
る
こ
と
ま
で
は
許
さ
れ
ず
、
ま
た
、
複
数
の
応
募
者
と
の
間
で
交
渉
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
応
募

者
へ
の
情
報
提
供
な
ど
に
際
し
て
応
募
者
間
の
平
等
を
損
な
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
説
か
れ
て
い
る
（
vgl.M
ichaelJürgen
W
erner,in:

Jan
Byok/W
olfgang
Jaeger,K
om
m
entar
zum
V
ergaberecht,2.A
ufl.,2005,Rn.642
f.）。

(15
)
http://w
w
w
.cio.bund.de;米
丸
恒
治
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
電
子
政
府
政
策
の
現
状
」
行
政
＆
情
報
シ
ス
テ
ム
四
三
巻
四
号
（
二
〇
〇
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七
年
四
月
）
三
八
頁
以
下
。

(16
)
Gesetz
zur
Beschleunigung
der
U
m
setzung
von
Ö
ffentlich
Privaten
Partnerschaften
und
zur
V
erbesserung

gesetzlicher
Rahm
enbedingungen
für
Ö
ffentich
Privaten
Partnerschaften
vom
1.9.2005,BGBI.I
S.2676.

(17
)
競
争
的
対
話
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、「
海
外
情
報

ド
イ
ツ
に
お
け
る
Ｐ
Ｐ
Ｐ
事
業
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
制
定
」
商
事
法
務

一
七
五
一
号
（
二
〇
〇
五
年
）
三
〇
頁
以
下
、
荒
木
・
前
掲
注
(6
)二
〇
三
頁
以
下
、
岸
本
太
樹
「
公
私
協
働
促
進
法
の
制
定
と
ド
イ
ツ
協
働

契
約
論
の
新
展
開
（
2
・
完
）」
自
治
研
究
八
六
巻
四
号
（
二
〇
一
〇
年
）
六
〇
頁
以
下
、
町
田
裕
彦
『
Ｐ
Ｐ
Ｐ
の
知
識
』（
日
本
経
済
新
聞
出

版
社
、
二
〇
〇
九
年
）
六
四
頁
。

(18
)
荒
木
・
前
掲
注
(6
)二
〇
三
頁
。
建
設
発
注
・
契
約
規
程
Ａ
部
、
納
入
発
注
・
契
約
規
程
Ａ
部
に
は
、
公
共
委
託
発
注
の
す
べ
て
に
適
用

さ
れ
る
条
文
の
ほ
か
、
限
度
額
以
上
に
限
り
適
用
さ
れ
る
規
定
が
あ
る
。
第
二
編
は
何
れ
も
限
度
額
以
上
に
限
り
適
用
さ
れ
る
規
定
で
あ
る
。

(19
)
BT
-D
rs.15/5668,S.2,S.11;M
atthias
K
nauff,Im
w
ettbew
erblichen
D
ialog
zur
Public
Private
Partnership,N
ZBau

2005,S.249
ff.;H
erm
ann
Pünder/Ingo
Franzius,A
uftragsvergabe
im
w
ettbew
erblichen
D
ialog,ZfBR
2006,S.20
ff.;U
lfR.

Siebel/Janhendrik
Röver/Christian
K
nütel,Rechtshandbuch
Projektfinanzierung
und
PPP,2.A
ufl.,2008.S.100
f.;荒
木
・

前
掲
注
(6
)二
〇
三
頁
以
下
。
交
通
イ
ン
フ
ラ
や
大
規
模
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
、
事
前
に
は
法
的
・
財
政
的
な
構
造
を
記
述
し

得
な
い
よ
う
な
事
業
が
適
用
事
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

(20
)
von
W
ietersheim
,a.a.O
.(Fn.6),S.79
ff.;荒
木
・
前
掲
注
(6
)二
〇
三
頁
以
下
。

(21
)
von
W
ietersheim
,a.a.O
.(Fn.6),S.79
ff.;荒
木
・
前
掲
注
(6
)二
〇
三
頁
以
下
。

(22
)
岸
本
・
前
掲
注
(7
)八
八
頁
以
下
（
特
に
九
二
頁
以
下
）。

(23
)
M
artin
Fleckenstein,A
bbau
von
H
em
m
nissen
für
Public
Private
Partership:D
as
Ö
PP-Beschleunigungsgesetz,D
V
Bl.

2006,S.79;M
ichael
U
echtritz/O
laf
O
tting,D
as
D
as
Ö
PP-Beschleunigungsgesetz:N
euer
N
am
e,neuer
Schw
ung
für

öffentlich-private
Partnerschaften?,N
V
w
Z
2005,S.1105
ff.;Baum
eister,a.a.O
.(Fn.12),S.72
f.;交
渉
手
続
と
競
争
的
対
話
の
優

劣
関
係
に
つ
い
て
、
岸
本
・
前
掲
注
(17
)六
七
頁
。

(24
)
荒
木
・
前
掲
注
(6
)二
〇
四
頁
。

(25
)
M
artin
W
eber/
M
ichaelSchäfer/
Friedrich
Ludw
ig
H
ausm
ann
(H
rsg.),Praxishandbuch
Public
Private
Partnership,
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2006,S.267
f.;荒
木
・
前
掲
注
(6
)二
〇
四
頁
。

(26
)
競
争
的
対
話
に
対
す
る
評
価
、
と
り
わ
け
、
競
争
的
対
話
に
対
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
評
価
が
ド
イ
ツ
国
内
に
お
い
て
依
然
根
強
く
主
張
さ

れ
て
い
る
事
実
と
、
そ
の
理
由
及
び
背
景
に
つ
い
て
は
、
岸
本
・
前
掲
注
(17
)六
〇
頁
以
下
（
特
に
六
八
頁
以
下
）
参
照
。

(27
)
Schenke/K
lim
pel,a.a.O
.(Fn.11),S.1495
ff.;競
争
的
対
話
に
対
す
る
肯
定
的
評
価
、
な
ら
び
に
交
渉
手
続
か
ら
競
争
的
対
話
へ
の
転

換
を
主
張
す
る
ド
イ
ツ
の
学
説
動
向
に
つ
い
て
は
、
岸
本
・
前
掲
注
(17
)七
二
頁
、
七
三
頁
参
照
。

(28
)
von
W
ietersheim
,a.a.O
.(Fn.6),S.145
ff.;日
本
の
文
献
と
し
て
、
荒
木
・
前
掲
注
(6
)二
〇
五
頁
以
下
、
米
丸
恒
治
「
ド
イ
ツ
公
共

調
達
争
訟
制
度
の
展
開
―
契
約
争
訟
の
制
度
設
計
へ
向
け
て
」
高
木
光
＝
交
告
尚
史
＝
占
部
裕
典
編
『
行
政
法
学
の
未
来
に
向
け
て
』
阿
部
泰

隆
先
生
古
希
記
念
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
）
五
八
九
頁
以
下
。

(29
)
BT
-D
rs.13/9340,S.40;荒
木
・
前
掲
注
(6
)二
〇
五
頁
。

(30
)
BV
erfG,N
V
w
Z
2004,1224,1226;BGH
Z
183,95,103;そ
こ
で
は
、
公
共
委
託
発
注
に
よ
り
行
わ
れ
る
事
業
を
阻
止
す
る
目
的
か
ら

の
事
後
審
査
を
排
除
す
る
と
い
う
立
法
目
的
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
適
法
に
発
注
手
続
が
実
施
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
受
注
さ
れ
た
は
ず

で
あ
る
こ
と
の
証
明
ま
で
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
。
荒
木
・
前
掲
注
(6
)二
〇
五
頁
以
下
。

(31
)
V
gl.RalfLeinem
ann,D
as
neue
V
ergaberecht2.A
ufl.,2010,S.305
ff.;Jan
Byok,D
as
Gesetz
zur
M
odernisierung
des

V
ergaberechts-GW
B
2009,N
V
w
Z
2009,S.554
f.;米
丸
・
前
掲
注
(28
)五
九
八
頁
。

(32
)
V
gl.Leinem
ann,a.a.O
.(Fn.31),S.305
ff.;Byok,a.a.O
.(Fn.31),S.554
f.;米
丸
・
前
掲
注
(28
)五
九
八
頁
以
下
。

(33
)
V
gl.BT
-D
rs.16/10117,S.21;さ
ら
に
、
申
込
が
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
で
受
託
者
決
定
の
見
込
み
の
有

無
が
明
ら
か
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
事
後
審
査
を
申
し
出
て
も
却
下
さ
れ
る
か
否
か
を
判
断
し
や
す
く
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
荒

木
・
前
掲
注
(6
)二
〇
七
頁
。

(34
)
荒
木
・
前
掲
注
(6
)二
〇
七
頁
。

(35
)
米
丸
・
前
掲
注
(28
)六
〇
〇
頁
。

(36
)
口
頭
審
理
の
回
数
の
抑
制
（
原
則
一
回
。
一
一
二
条
）、
審
理
期
間
制
限
（
原
則
五
週
間
。
一
一
三
条
一
項
）、
当
事
者
の
協
力
義
務
（
一

一
三
条
二
項
）、
審
理
中
の
受
託
者
決
定
の
許
容
（
一
一
五
条
二
項
）、
即
時
抗
告
申
立
の
期
間
制
限
（
二
週
間
。
一
一
七
条
一
項
）、
即
時
抗

告
申
立
時
の
理
由
（
一
一
七
条
二
項
）、
執
行
停
止
効
果
の
消
滅
と
申
立
に
よ
る
延
長
（
一
一
八
条
一
項
）、
受
託
者
決
定
の
予
先
決
定

韓国における公共調達制度の現状と改革（一）

(阪大法学) 64 (6-95）1623〔2015.3]



（
V
orabentscheidung）（
一
二
一
条
）
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
von
W
ietersheim
,a.a.O
.(Fn.6),S.155
ff.;荒
木
・
前
掲
注
(6
)二

〇
六
頁
。

(37
)
Byok,a.a.O
.(Fn.31),S.555;米
丸
・
前
掲
注
(28
)五
九
九
頁
。

(38
)
米
丸
・
前
掲
注
(28
)五
九
九
頁
。

(39
)
M
aurer,a.a.O
.(Fn.2),S.468
ff.;米
丸
恒
治
「
ド
イ
ツ
公
共
調
達
法
と
司
法
審
査
の
保
障
―
委
託
発
注
法
改
正
法
に
よ
る
裁
判
的
統
制

の
展
開
―
」
立
命
館
法
學
二
六
一
号
（
一
九
九
八
年
）
七
五
七
頁
以
下
。

(40
)
BGH
Z
146,202,206.当
事
者
等
の
求
め
に
よ
り
、
適
法
確
認
の
決
定
を
下
す
こ
と
が
あ
り
（
一
一
四
条
二
項
二
文
）、
通
常
裁
判
所
は

発
注
手
続
に
関
す
る
規
定
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
が
訴
え
ら
れ
る
場
合
に
は
発
注
審
査
部
の
決
定
お
よ
び
ラ
ン
ト
上
級
裁
判
所
の
決
定

に
拘
束
さ
れ
る
（
一
二
四
条
一
項
）。
荒
木
・
前
掲
注
(6
)二
〇
六
頁
。

(41
)
米
丸
・
前
掲
注
(28
)六
〇
〇
頁
以
下
。
テ
キ
ス
ト
形
式
で
は
、
適
格
電
子
署
名
を
付
し
た
文
書
形
式
ま
で
は
要
求
さ
て
い
な
い
電
子
的
方

式
や
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
の
通
信
も
含
ま
れ
て
い
る
。

(42
)
米
丸
・
前
掲
注
(28
)六
〇
一
頁
。

(43
)
von
W
ietersheim
,a.a.O
.(Fn.6),S.153
ff.;米
丸
・
前
掲
注
(28
)五
九
九
頁
。

(44
)
von
W
ietersheim
,a.a.O
.(Fn.6),S.153
ff.;米
丸
・
前
掲
注
(28
)六
〇
一
頁
、
同
・
前
掲
注
(39
)七
五
八
頁
。
こ
う
し
た
裁
判
所
の
仮

の
権
利
保
護
に
つ
い
て
の
裁
判
が
、
実
際
上
は
、
本
案
の
判
断
と
同
様
の
機
能
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
。

(45
)
von
W
ietersheim
,a.a.O
.(Fn.6),S.153
ff.;米
丸
・
前
掲
注
(28
)七
五
八
頁
以
下
。

(46
)
von
W
ietersheim
,a.a.O
.(Fn.6),S.153
ff.;米
丸
・
前
掲
注
(28
)六
〇
一
頁
以
下
。

(47
)
Georg
H
erm
es,Gleichheitdurch
V
erfahren
beiderstaatlichen
A
uftragsvergabe,JZ
1997,S.909
ff.;M
aurer,a.a.O
.(Fn.

2),S.458
ff.;米
丸
恒
治
「
公
共
調
達
に
関
す
る
権
利
救
済
と
そ
の
実
効
性
―
ド
イ
ツ
委
託
発
注
法
改
正
後
の
状
況
―
」
立
命
館
法
學
二
七

一
・
二
七
二
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
一
七
四
八
頁
以
下
。
こ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
受
託
者
決
定
は
、
行
政
行
為
と
し
て
行
政
裁
判
所
の
義
務
付
け

訴
訟
等
の
対
象
と
な
り
、
そ
の
後
に
締
結
さ
れ
る
建
設
委
託
契
約
、
物
品
調
達
契
約
等
は
、
民
事
法
上
の
契
約
と
し
て
、
通
常
裁
判
所
の
管
轄

に
服
す
る
も
の
と
す
る
。

(48
)
V
gl.A
ndreas
V
oßkuhle,Strukturen
und
Bauform
en
neuer
V
erw
altungsverfahren,in:H
offm
ann-Riem
/Schm
idt-
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A
ßm
ann
(H
rsg.),V
erw
altungsverfahren
und
V
erw
altungsverfahrensgesetz,2002,S.277,290
ff.;BV
erw
GE
118,270（
旅
客

運
送
事
業
許
可
申
請
）、
BA
G,M
D
R
2003,1056,1057（
公
務
員
任
用
）
は
、
基
本
権
の
解
釈
か
ら
直
接
に
一
定
の
情
報
提
供
を
導
い
て
お

り
、
限
度
額
未
満
の
公
共
委
託
発
注
へ
の
解
釈
論
的
な
対
応
と
し
て
参
考
に
な
り
得
る
。
さ
ら
に
、
二
段
階
に
依
存
し
て
受
託
者
決
定
を
公
法

上
の
争
訟
と
し
て
争
う
途
を
説
く
見
解
も
あ
り
（
vgl.H
erm
es,a.a.O
.(Fn.47),S.909,915;Peter
M
.H
uber,D
er
Schutz
des
Bieters

im
Ö
ffentlichen
A
uftragsw
esen
unterhalb
der
sog.Schw
ellenw
erte,JZ
2000,S.877,881
f.）、
競
争
制
限
防
止
法
の
適
用
さ
れ
な

い
事
例
（
連
邦
軍
の
納
入
）
で
公
法
上
の
争
訟
を
肯
定
す
る
裁
判
例
も
あ
る
一
方
（
O
V
G
K
oblenz,D
V
Bl.2005,988.）、
公
共
委
託
発
注

を
め
ぐ
る
紛
争
解
決
で
最
重
要
で
あ
る
処
理
の
迅
速
性
か
ら
み
て
行
政
裁
判
所
は
最
適
と
は
い
え
な
い
と
い
う
批
判
も
見
ら
れ
る
（
vgl.Jost

Pietzcker,D
efizite
beim
V
ergaberechtsschutz
unterhalb
der
Schw
ellenw
erte?,N
JW
2005,S.2881,2882.）。
荒
木
・
前
掲
注

(6
)二
〇
八
頁
。

(49
)
BV
erfGE
129,9,13;荒
木
・
前
掲
注
(6
)二
〇
八
頁
。

(50
)
BverfG,1BvR
1160/03.

(51
)
BT
-D
rs.16/10117,S.14;米
丸
・
前
掲
注
(28
)六
〇
二
頁
。

(52
)
von
W
ietersheim
,a.a.O
.(Fn.6),S.150
ff.;荒
木
・
前
掲
注
(6
)二
〇
七
頁
。

(53
)
von
W
ietersheim
,a.a.O
.(Fn.6),S.150
ff.ド
イ
ツ
の
区
裁
判
所
は
、
日
本
と
韓
国
の
簡
易
裁
判
所
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

(54
)
金
子
晃
「
公
共
調
達
の
理
念
と
制
度
―
現
状
と
問
題
点
」
日
本
経
済
法
学
年
報
二
五
号
（
二
〇
〇
四
年
）
七
頁
。

(55
)
高
柳
岸
夫
＝
有
川
博
編
『
官
公
庁
契
約
精
義
』（
全
国
官
報
販
売
共
同
組
合
、
二
〇
一
二
年
）
七
三
五
頁
以
下
。

(56
)
大
鹿
行
宏
編
『
会
計
法
精
解
』（
大
蔵
財
務
協
会
、
二
〇
一
〇
年
）
四
三
二
頁
。

(57
)
大
鹿
編
・
前
掲
書
注
(56
)四
九
六
頁
。

(58
)
大
鹿
編
・
前
掲
書
注
(56
)五
一
二
頁
。
随
意
契
約
の
長
所
と
し
て
は
、
事
務
処
理
が
最
も
簡
単
で
、
発
注
者
が
発
注
目
的
に
最
適
と
考
え

る
者
を
選
択
で
き
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
他
方
、
短
所
と
し
て
は
、
不
正
が
行
わ
れ
や
す
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
随
意
契
約
に
は
、
特
命

随
意
契
約
、
競
争
的
見
積
方
式
、
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
・
コ
ン
ペ
方
式
等
が
あ
る
。

(59
)
大
橋
・
前
掲
書
注
(2
)二
四
二
頁
、
湯
川
二
朗
「
入
札
に
関
す
る
訴
訟
」
現
代
行
政
法
講
座
編
集
委
員
会
編
『
現
代
行
政
法
講
座
Ⅳ

自

治
体
訴
訟
・
情
報
公
開
訴
訟
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
四
年
）
一
二
七
頁
以
下
、
碓
井
光
明
『
公
共
契
約
法
精
義
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
五
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年
）
四
八
二
頁
以
下
。
地
方
公
共
団
体
の
場
合
、
住
民
が
個
人
で
財
務
会
計
上
の
違
法
行
為
を
訴
訟
で
争
う
住
民
訴
訟
の
制
度
が
存
在
す
る

（
地
方
自
治
体
法
二
四
二
条
の
二
）。
落
札
業
者
の
み
が
被
告
と
さ
れ
て
損
害
賠
償
が
命
じ
ら
れ
た
例
も
あ
る
が
（
和
歌
山
地
判
平
成
一
四
年

七
月
二
日
判
例
集
未
登
載
、
大
阪
地
判
平
成
一
四
年
八
月
一
日
判
自
二
四
一
号
一
四
頁
）、
落
札
業
者
以
外
の
入
札
参
加
業
者
に
対
し
て
も
、

損
害
賠
償
を
命
じ
た
裁
判
例
も
多
い
（
奈
良
地
判
平
成
一
一
年
一
〇
月
二
〇
日
判
タ
一
〇
四
一
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
一
八
二
頁
、
そ
の
控
訴

審
：
大
阪
高
判
平
成
一
三
年
三
月
八
日
公
取
委
審
決
集
四
七
巻
七
四
八
頁
、
そ
の
上
告
審
：
最
高
裁
平
成
一
四
年
一
〇
月
一
五
日
判
例
未
登
載
、

富
山
地
判
平
成
一
二
年
一
一
月
一
五
日
）
公
取
委
審
決
集
四
七
巻
六
六
〇
頁
、
津
地
判
平
成
一
二
年
一
二
月
七
日
判
自
二
一
四
号
三
七
頁
、
名

古
屋
地
判
平
成
一
三
年
九
月
七
日
判
時
一
七
八
八
号
九
頁
（
こ
の
事
件
は
名
古
屋
高
裁
で
和
解
が
成
立
）
津
地
判
平
成
一
三
年
一
一
月
一
五
日

判
例
集
未
登
載
、
横
浜
地
判
平
成
一
四
年
四
月
二
四
日
判
自
二
三
八
号
二
九
頁
、
そ
の
控
訴
審
：
東
京
高
判
平
成
一
四
年
一
二
月
二
四
日
公
取

委
審
決
集
四
九
巻
八
一
三
頁
、
京
都
地
判
平
成
一
六
年
七
月
一
四
日
判
例
集
未
登
載
）。
職
員
や
議
員
が
関
与
し
た
談
合
事
実
の
認
定
に
基
づ

い
て
、
業
者
と
の
共
同
不
法
行
為
を
認
定
し
て
損
害
賠
償
を
命
じ
た
例
も
あ
る
（
名
古
屋
地
判
平
成
一
二
年
七
月
一
四
日
判
自
二
〇
七
号
二
九

頁
、
そ
の
控
訴
審
：
名
古
屋
高
判
平
成
一
四
年
三
月
二
六
日
判
例
集
未
登
載
、
そ
の
上
告
審
：
最
高
裁
平
成
一
六
年
九
月
二
一
日
判
例
集
未
登

載
、
奈
良
地
判
平
成
一
三
年
五
月
二
三
日
判
自
二
二
五
号
一
七
頁
、
津
地
判
平
成
一
三
年
一
一
月
一
五
日
判
例
集
未
登
載
、
大
阪
地
判
平
成
一

六
年
一
月
一
五
日
判
例
集
未
登
載
、
大
阪
地
判
一
六
年
七
月
一
六
日
判
例
集
未
登
載
）。
も
ち
ろ
ん
、
業
者
と
並
ん
で
職
員
を
も
被
告
と
す
る

請
求
に
つ
い
て
、
業
者
に
つ
い
て
の
み
請
求
を
認
容
し
た
例
も
あ
る
（
松
江
地
判
平
成
一
二
年
一
〇
月
一
五
日
公
取
委
審
決
集
四
七
巻
八
一
三

頁
、
そ
の
控
訴
審
：
広
島
高
松
江
支
判
平
成
一
三
年
一
〇
月
一
二
日
公
取
委
審
決
集
四
七
巻
七
四
五
頁
）。

(60
)
大
和
総
研
「
官
製
談
合
防
止
法
」（
二
〇
〇
七
年
）
二
頁
。
http://w
w
w
.dir.co.jp/souken/research/report/law
-research/

com
m
ercial/07012301com
m
ercial.pdf

(61
)
武
藤
博
己
『
入
札
改
革

談
合
社
会
を
変
え
る
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
三
年
）
五
五
頁
以
下
。

(62
)
宇
賀
・
前
掲
書
注
(2
)三
七
二
―
三
八
一
頁
。

(63
)
公
共
調
達
と
競
争
政
策
に
関
す
る
研
究
会
報
告
書
「
公
共
調
達
に
お
け
る
競
争
性
の
徹
底
を
目
指
し
て
」（
二
〇
〇
三
年
）
二
二
頁
、
金

子
・
前
掲
注
(54
)九
頁
、
高
柳
＝
有
川
編
・
前
掲
書
注
(55
)五
一
二
頁
以
下
参
照
。

(64
)
高
柳
＝
有
川
編
・
前
掲
書
注
(55
)四
四
九
頁
以
下
参
照
。

(65
)
金
子
・
前
掲
注
(54
)一
七
頁
、
野
田
崇
「
政
策
手
法
と
し
て
の
政
府
契
約
の
法
問
題
」
法
と
政
治
六
一
巻
四
号
（
二
〇
一
一
年
）
六
一
六

論 説
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頁
。

(66
)
野
田
・
前
掲
注
(65
)六
一
六
頁
。
例
え
ば
、
基
礎
点
を
一
点
と
し
、
各
評
価
項
目
を
充
た
し
て
い
る
場
合
に
〇
・
〇
一
点
ず
つ
加
算
し
て

行
き
、
合
計
得
点
を
入
札
金
額
で
除
す
る
。
Ａ
社
が
一
千
一
〇
〇
万
円
、
Ｂ
社
が
一
千
万
円
で
入
札
し
た
場
合
、
価
格
の
み
で
落
札
者
を
決
定

す
る
な
ら
ば
Ｂ
社
が
落
札
す
る
が
、
総
合
評
価
方
式
に
お
い
て
Ａ
社
の
持
ち
点
が
一
・
一
一
点
、
Ｂ
社
が
一
点
で
あ
れ
ば
、
Ａ
社
が
落
札
す
る
。

(67
)
内
閣
府
「
公
共
サ
ー
ビ
ス
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
」（
公
共
サ
ー
ビ
ス
改
革
分
科
会
、
二
〇
一
一
年
）
二
一
頁
。

(68
)
内
閣
府
・
前
掲
注
(67
)五
頁
以
下
。

(69
)
武
藤
博
己
「
入
札
改
革
か
ら
見
た
公
契
約
条
例
」
辻
山
幸
宣
＝
勝
島
行
正
＝
上
林
陽
治
編
『
公
契
約
を
考
え
る
』（
公
人
社
、
二
〇
一
〇

年
）
五
三
頁
以
下
。
武
藤
博
己
教
授
は
、
ど
の
よ
う
な
社
会
的
価
値
を
評
価
基
準
と
し
て
取
り
込
む
べ
き
か
に
つ
い
て
、
環
境
配
慮
、
福
祉
、

男
女
共
同
参
画
、
公
正
労
働
と
い
う
四
つ
の
社
会
的
価
値
を
「
入
札
改
革
」
の
中
で
提
案
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
大
阪
府
豊
中
市
は
委
託
条
件

と
し
て
総
合
評
価
方
式
を
導
入
し
て
い
る
。
平
成
二
六
年
度
総
合
評
価
小
委
員
会
で
出
さ
れ
た
評
価
方
式
は
総
点
を
五
〇
〇
点
と
し
、
①
価
格

評
価
：
二
五
〇
点
、
②
技
術
的
評
価
：
一
三
〇
点
（
研
修
体
制
：
二
〇
点
、
業
務
実
績
：
四
五
点
、
履
行
体
制
：
四
五
点
、
品
質
保
証
へ
の
取

り
組
み
：
二
〇
点
）、
③
公
共
性
評
価
：
一
二
〇
点
（
福
祉
へ
の
配
慮
：
九
〇
点
、
男
女
共
同
参
画
へ
の
配
慮
：
一
〇
点
、
環
境
へ
の
配
慮
：

一
〇
点
、
災
害
時
の
業
務
体
制
：
一
〇
点
）
と
し
て
い
る
。
大
阪
府
豊
中
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〈
https://w
w
w
.city.toyonaka.osaka.jp/

jigyosya/keiyaku/gyoum
u_itaku/h21-sougouhyouka2.htm
l〉
参
照
。

(70
)
高
柳
＝
有
川
編
・
前
掲
書
注
(55
)五
一
二
頁
、
吉
野
洋
一
『
公
共
工
事
入
札
に
お
け
る
競
争
の
限
界
と
今
後
の
課
題
』（
日
刊
建
設
通
信

新
聞
社
、
二
〇
一
四
年
）
九
三
頁
以
下
。

(71
)
高
柳
＝
有
川
編
・
前
掲
書
注
(55
)五
〇
〇
頁
以
下
参
照
。
一
般
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
期
間
の
上
限
を
「
二
年
間
」

か
ら
「
三
年
間
」
に
延
長
し
、
一
般
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
期
限
を
「
事
実
が
あ
っ
た
後
二
年
」
か
ら
「
期
限
を
置
か
な

い
」
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
「
①
入
札
を
行
お
う
と
す
る
と
き
」、「
②
落
札
者
決
定
基
準
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
」、「
③
落
札
者

を
決
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
学
識
経
験
者
か
ら
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て

い
た
が
、
当
該
手
続
を
簡
素
化
し
、「
②
落
札
者
決
定
基
準
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
」
に
の
み
学
識
経
験
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
改
め
た
。

(72
)
碓
井
・
前
掲
書
注
(2
)二
六
一
頁
、
土
屋
真
美
子
「
対
等
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
基
づ
く
『
協
働
契
約
』
の
あ
り
方
」
世
古
一
穂
編
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『
参
加
と
協
働
の
デ
ザ
イ
ン
』（
学
芸
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）
一
七
二
頁
。
金
沢
市
に
お
け
る
市
民
参
加
及
び
協
働
の
推
進
に
関
す
る
条
例
。

(73
)
大
久
保
・
前
掲
注
(1
)二
二
三
頁
以
下
。

(74
)
内
閣
府
「
競
争
的
対
話
方
式
の
実
施
に
係
る
基
本
的
考
え
方
（
案
）」（
公
共
サ
ー
ビ
ス
改
革
分
科
会
、
二
〇
一
二
年
）
一
頁
。
競
争
的
対

話
方
式
の
プ
ロ
セ
ス
は
、（
第
一
段
階
）
準
備
及
び
計
画
、（
第
二
段
階
）
手
続
開
始
・
募
集
、（
第
三
段
階
）
応
募
（
参
加
表
明
書
等
の
提

出
）・
対
話
参
加
者
の
選
定
・
対
話
準
備
、（
第
四
段
階
）
対
話
の
実
施
、（
第
五
段
階
）
対
話
の
終
了
、（
第
六
段
階
）
最
終
提
案
の
提
出
、

（
第
七
段
階
）
契
約
の
締
結
で
行
わ
れ
る
。
競
争
的
対
話
を
適
用
す
べ
き
対
象
は
「
複
雑
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
で
あ
り
、
契
約
機
関
（
府
省
や

独
立
行
政
法
人
な
ど
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施
主
体
）
が
契
約
に
関
わ
る
事
項
を
事
前
に
特
定
し
、
実
施
に
係
る
具
体
的
な
技
術
や
手
段
を
あ

ら
か
じ
め
仕
様
に
明
記
す
る
こ
と
が
難
し
い
性
質
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
民
間
の
ノ
ウ
ハ
ウ
や
技
術
の
提
案
に
基
づ
き
、
契

約
機
関
と
競
争
参
加
者
の
間
で
対
話
を
行
い
な
が
ら
仕
様
を
作
成
す
る
方
が
よ
り
優
れ
た
成
果
（
高
い
Ｖ
Ｆ
Ｍ
）
を
期
待
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

契
約
機
関
は
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
要
求
水
準
を
示
し
、
そ
れ
を
ど
う
や
っ
て
達
成
す
る
か
に
つ
い
て
競
争
参
加
者
が
提
案
を
行
う
。
競
争
的
対
話

の
対
象
を
予
め
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
一
般
的
に
は
、
民
間
資
金
活
用
事
業
（
Ｐ
Ｆ
Ｉ
）
／
公
私
協
働
（
Ｐ
Ｐ
Ｐ
）、
研
究
・
技
術
開

発
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の
開
発
な
ど
が
想
定
さ
れ
る
。

(75
)
Ｗ
Ｔ
Ｏ
政
府
調
達
協
定
で
は
、
対
象
と
す
る
契
約
の
サ
ー
ビ
ス
ご
と
に
適
用
基
準
額
が
設
定
し
て
い
る
。
中
央
政
府
機
関
に
つ
い
て
産
品

の
基
準
額
は
一
〇
万
Ｓ
Ｄ
Ｒ
（
一
三
〇
〇
万
円
）、
建
設
サ
ー
ビ
ス
の
基
準
額
は
四
五
〇
万
Ｓ
Ｄ
Ｒ
（
六
億
円
）
で
あ
る
（
二
〇
一
四
年
四
月

一
日
〜
二
〇
一
六
年
三
月
三
一
日
）。

(76
)
日
本
貿
易
振
興
機
構
（
ジ
ェ
ト
ロ
）
経
済
分
析
部
「
各
国
の
政
府
調
達
制
度
と
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
政
府
調
達
協
定
と
の
整
合
性
」（
二
〇
〇
五
年
）

二
一
頁
。
政
府
調
達
協
定
の
適
用
対
象
機
関
に
は
都
道
府
県
や
政
令
指
定
都
市
が
存
在
し
て
い
る
が
、
同
政
府
調
達
苦
情
検
討
委
員
会
は
、
こ

う
し
た
地
方
自
治
体
の
調
達
に
関
す
る
紛
争
は
取
り
扱
っ
て
い
な
い
。
内
閣
府
の
政
府
調
達
に
係
る
苦
情
処
理
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況
に
よ

る
と
、
一
九
九
六
年
（
一
件
）、
一
九
九
七
年
（
〇
件
）、
一
九
九
八
年
（
〇
件
）、
一
九
九
九
年
（
〇
件
）、
二
〇
〇
〇
年
（
一
件
）、
二
〇
〇

一
年
（
二
件
）、
二
〇
〇
二
年
（
一
件
）、
二
〇
〇
三
年
（
〇
件
）、
二
〇
〇
四
年
（
〇
件
）、
二
〇
〇
五
年
（
一
件
）、
二
〇
〇
六
年
（
〇
件
）、

二
〇
〇
七
年
（
〇
件
）、
二
〇
〇
八
年
（
一
件
）、
二
〇
〇
九
年
（
〇
件
）、
二
〇
一
〇
年
（
二
件
）、
二
〇
一
一
年
（
一
件
）、
二
〇
一
二
年

（
二
件
）、
二
〇
一
三
年
（
〇
件
）
で
、
総
計
一
二
件
で
あ
る
（
一
九
九
六
年
〜
二
〇
一
三
年
）。
地
方
自
治
体
の
中
に
は
、
同
様
の
包
括
的
な

紛
争
処
理
機
関
を
設
け
て
い
る
自
治
体
（
大
阪
府
、
奈
良
県
、
滋
賀
県
、
新
潟
県
等
）
が
あ
る
一
方
、
一
定
の
苦
情
申
立
制
度
を
設
け
て
い
る
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よ
う
で
は
あ
る
が
、
統
一
的
な
も
の
が
な
い
地
方
自
治
体
（
東
京
都
等
）
も
あ
る
。
碓
井
・
前
掲
書
注
(59
)四
四
八
頁
以
下
参
照
。
委
員
会
に

よ
る
提
案
は
調
達
機
関
に
対
し
て
「
勧
告
的
効
力
」
を
有
す
る
に
と
ど
ま
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

(77
)
Gary
P.Sam
pson,T
he
W
T
O
and
GlobalGovernance:Future
D
irections,U
nited
N
ations
U
niversity
Press,2008,pp.

241-260;A
ndrew
D
.M
itchell,LegalPrinciples
in
W
T
O
D
ispute,Cam
bridge
U
niversity
Press,2011,pp.67-103;A
m
rita

N
arlikar,M
artin
D
aunton
and
Robert
M
.Stern,T
he
O
xford
H
andbook
on
T
he
W
orld
T
rade
O
rganization,O
xford

U
niversity
Press,2012,pp.743-808;福
永
有
夏
『
国
際
経
済
協
定
の
遵
守
確
保
と
紛
争
処
理
―
Ｗ
Ｔ
Ｏ
紛
争
処
理
制
度
及
び
投
資
仲
裁
制

度
の
意
義
と
限
界
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
四
四
六
頁
。
Ｗ
Ｔ
Ｏ
紛
争
処
理
制
度
に
お
い
て
は
、
勧
告
実
施
の
た
め
の
期
限
を
設
け
た
り
、

勧
告
実
施
に
つ
い
て
の
紛
争
当
事
国
間
の
意
見
の
相
違
を
改
め
て
パ
ネ
ル
や
上
級
委
員
会
に
付
託
す
る
こ
と
を
認
め
る
な
ど
の
、
勧
告
実
施
を

促
す
た
め
の
制
度
的
基
盤
が
整
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
勧
告
が
実
施
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
申
立
国
は
、
被
申
立
国
に
対
し
、
代
償
の
支
払

い
を
求
め
た
り
譲
許
そ
の
他
の
義
務
を
停
止
す
る
こ
と
に
よ
り
、
勧
告
実
施
を
促
す
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
に
は
、
多
く
の
紛
争
で
被
申
立
国

は
自
発
的
に
勧
告
を
実
施
し
て
い
る
が
、
代
償
や
譲
許
そ
の
他
の
義
務
の
停
止
が
行
わ
れ
て
も
被
申
立
国
が
勧
告
を
実
施
し
な
い
紛
争
も
散
見

さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
紛
争
処
理
制
度
は
、
救
済
の
実
施
を
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
制
度
の
求
め
に
応
じ
て
救
済
が
実
施
さ
れ

る
か
は
、
最
終
的
に
は
被
申
立
国
・
被
申
立
人
の
自
発
的
意
思
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

(78
)
碓
井
・
前
掲
書
注
(59
)四
五
八
頁
以
下
参
照
。

(79
)
碓
井
光
明
『
入
札
の
法
制
度
』（
龍
星
出
版
、
一
九
九
五
年
）
六
二
頁
。

(80
)
国
家
賠
償
訴
訟
実
務
研
究
会
編
『
国
家
賠
償
訴
訟
の
理
論
と
実
務
』（
三
協
法
規
、
二
〇
〇
〇
年
）
三
五
頁
、
高
田
編
・
前
掲
書
注
(2
)

三
四
九
頁
。

(81
)
宮
崎
地
判
平
成
一
〇
年
一
月
二
八
日
判
時
一
六
六
一
号
一
二
三
頁
、
碓
井
・
前
掲
書
注
(59
)四
七
一
頁
。

(82
)
最
判
平
成
一
八
年
一
〇
月
二
六
日
判
時
一
九
五
三
号
一
二
二
頁
（
差
戻
控
訴
審
判
決
で
あ
る
高
松
高
判
平
成
二
〇
年
五
月
二
九
日
判
時
二

〇
一
四
号
七
一
頁
は
、
指
名
回
避
の
一
部
に
つ
い
て
は
違
法
性
を
、
一
部
に
つ
い
て
は
故
意
・
過
失
を
否
定
し
て
い
る
）。
宇
賀
・
前
掲
書
注

(2
)三
七
六
頁
参
照
。

(83
)
高
松
高
判
平
成
一
二
年
九
月
二
八
日
判
時
一
七
五
一
号
八
一
頁
、
津
地
判
平
成
一
四
年
七
月
二
五
日
判
タ
（
二
〇
〇
四
年
）
一
一
四
五
号

一
三
三
頁
。
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(84
)
高
松
高
判
平
成
一
二
年
九
月
二
八
日
判
時
一
七
五
一
号
八
一
頁
。

(85
)
津
地
判
平
成
一
四
年
七
月
二
五
日
判
タ
（
二
〇
〇
四
年
）
一
一
四
五
号
一
三
三
頁
。

(86
)
東
京
地
判
平
成
一
二
年
三
月
二
二
日
判
自
二
一
四
号
二
五
頁
。

(87
)
碓
井
・
前
掲
書
注
(59
)四
七
二
頁
参
照
。

(88
)
宇
賀
・
前
掲
書
注
(2
)二
六
七
頁
。

(89
)
碓
井
・
前
掲
書
注
(59
)四
七
四
頁
。

【謝
辞
】
本
稿
の
作
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に
あ
た
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て
大
阪
大
学
の
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橋
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男
教
授
、
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び
に
阪
大
法
学
の
匿
名
の
査
読
者
か
ら
有
益
な
コ
メ
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ト
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頂
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し
て
感
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。
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】
本
稿
は
、
平
成
二
四
年
大
阪
大
学
「
学
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海
外
短
期
研
究
留
学
助
成
」
制
度
に
よ
る
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
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